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第５回 静岡県中央新幹線環境保全連絡会議 

日 時 平成 27 年 11 月 30 日（月） 午後１時 30 分から４時 10 分まで 

場 所 静岡県庁本館４階 議会特別会議室 

出 席 者 

職・氏名 

（委 員） 

和田会長、立蔵委員、栗下委員、森竹委員、増澤委員、山田委員、三宅委

員、森山委員、入谷委員、福田委員、亀岡委員、三浦委員、油井委員、松

本委員 

（関係機関・事務局）  

東海旅客鉄道株式会社 柴田部長、田中所長、船田所長、大橋副長、 

和氣係長、宍戸主任、中村主席 

特種東海製紙株式会社 鈴木リーダー  

国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 安田副所長  

環境省 関東地方環境事務所 池田環境影響調査員  

静岡市 清参与兼環境創造課長 

静岡県 池谷くらし・環境部長、秋山環境局長、志村理事、環境政策課稲

葉課長代理、自然保護課馬塚課長代理、水利用課堀口課長代理、水産資源

課吉川班長、交通基盤部管理局政策監山梨班長、長繩河川企画課長、農地

計画課八木技監、市川生活環境課長、他 

議 題 導水路トンネル計画（案）、発生土置き場計画の検討状況、その他 

配布書類 【資料】別添資料のとおり 

 

（司会） 

 それでは、ただ今より、第 5回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議を開催いたします。 

 私は、司会を務めます県生活環境課長の市川でございます。よろしくお願いいたします。 

 皆さま、本日は、お忙しい中、本会議にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 本日の会議は、ＪＲ東海が検討する「導水路トンネル計画および発生土置き場計画の検討」

について、ＪＲ東海からご説明をいただきます。その後、意見交換をお願いし、今後のＪＲ

東海が行う環境保全措置に生かしていただくことを目的といたしております。 

 会議の進め方ですが、まず、次第 2（1）「導水路トンネル計画について」、ＪＲ東海からご

説明をいただきます。その後、意見交換をお願いしたく思います。 

 次に、（2）「発生土置き場計画の検討状況」について、ＪＲ東海よりご説明いただきます。

その後、意見交換をお願いしたく思います。 

 最後に、「その他」について、意見交換をいただき、16 時頃の終了を予定しております。 

それではここで、ただ今到着しました、県くらし環境部長の池谷からご挨拶申し上げます。

よろしくお願いいたします。 

 

（池谷部長） 

 皆さん、こんにちは。県くらし・環境部長の池谷でございます。 

 第 5 回の中央新幹線環境保全連絡会議、県を代表いたしまして、一言、ご挨拶をさせてい

ただきます。 

 本日は、委員の皆さま方、また、関係者の皆さま方、ご多用のところをご参加いただきま

して、本当にありがとうございます。 
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 委員の皆さまにおかれましては、16 名中 14 名の方にご出席いただいたということで、本当

にありがとうございます。 

 また、現在、東海旅客鉄道株式会社様は、南アルプスの山梨工区の工事契約を締結、ある

いは、長野工区でも契約手続を行っているというように、着実に、東京、愛知県等々での工

事の契約も進んでいるというように伺っておりまして、まさに事業は進展しているというよ

うな。どうも静岡にいると、ちょっと、なかなか感じられませんけれども、そうしたような

状況だということだと聞いています。 

 さて、しかしながら、静岡県におきましては、大井川流域の河川流量が減少するというよ

うなことについての、県民の皆さまの懸念は非常に強いものがございます。また、中には計

画自体を、まだ反対されている方もいらっしゃるように聞いておりますが、そうした中で、

この後のお話にもございますけれども、大井川水利調整協議会という組織の会長も務めてお

りまして、そうしてみても是非、そうした県民の皆さまの懸念を払拭していただけるような

案を今日はいただけるということでございます。その逆に、その対策に対して、また、環境

の問題等々も出てくるようでございますので、だから、私たちも議論しなければいけない課

題がたくさんあるというふうには考えております。 

そうした中で、県という組織としても、この会議を設置して、いろいろご議論いただいた

わけですけれども、またそれに加えて、環境部局だけの対応ではございませんので、今年の 6

月１日に、難波副知事をトップとする「静岡県中央新幹線対策本部」ということで、より広

い観点からの対応というような形での組織も作って対応しようとしているところでございま

す。 

また、静岡市さんにおかれましても、いろんな形で対応されているように伺っております。 

今回の 5 回の会議については、先ほど、司会の方から話がございましたように、先日、開

催されたＪＲ東海さんの第 4 回大井川水資源検討委員会の内容についてご説明いただくとい

うことで、それを踏まえて意見交換をしていただく。また、残土置場の問題もございますの

で、そうしたものについても意見交換をしていただけると思います。 

本日のこの会議の中の議論を、また踏まえて、事業者である東海旅客鉄道株式会社様にお

かれましては、事業を慎重に、いろいろ配慮をしていいただければと思っておりますので、

どうか、よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

 それでは、次第の 2に入ります。 

 ここからの進行は、和田会長、お願いいたします。 

 

（和田会長） 

 はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

今日、今そこに表に出ておりますが、第 4 回の水資源検討委員会のところでありまして、

今、本日も、いろいろご心配ごと、今までも出ておるところではありますけれども、そうい

うことに関しましてのご意見を、是非、忌憚ないご意見をいただけたらと思います。 

それでは、ＪＲさんの方から、説明をお願いできますでしょうか。 
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（ＪＲ東海） 

 それでは、議題の、資料 2でございます。 

 お手元の資料 2 に基づきまして、第 4 回の大井川水資源検討委員会の内容について、ご説

明させていただきます。 

 委員会の目次でございますが、まず最初に、第 3 回の委員会の概要について、振り返りを

行っております。 

その後、導水路トンネルの計画といたしまして、トンネルのルートでありますとか、断面、

施工方法について、ご報告をいたしました。 

また、3番として、その導水路トンネルの計画を反映した形で水収支解析を行いまして、そ

のデータについて、ご報告をしております。 

さらに、4番のところです。水環境の計測計画として、今回、計測データを更新しておりま

すので、その内容についてもご報告をいたしました。 

 水資源の委員会ですので、参考とさせていただいておりますが、環境調査、動植物への対

応ということで、今までに行ってきた沢上部の動植物に対する調査結果について、ご報告を

しております。 

 その後、大井川流域の水資源に対する環境保全措置について、考えをお示して、お諮りを

したというところでございます。 

 最初に、第 3回委員会の概要についてです。 

 第 3 回の委員会では、最初に第 2 回の委員会の振り返りを行った後、計測計画として西俣

測水所を新たに設置するということと、西俣堰堤上流での河川流量計測地点を追加するとい

ったことについて、ご報告しました。 

 その後、導水路トンネルに関する調査として、地質調査、あと河川流量の計測地点の追加、

これは、導水路トンネル計画に基づく河川流量の調査地点の追加について、ご報告したとい

うところでございます。 

 第 3 回委員会の主なご意見でございますが、5番の資料になります。 

 施工に関するご意見といたしまして、まず、今後の施工法を考えていく上で、一番最初、

導水路トンネルに関するデータはできるだけ集めると良いというご意見をいただきました。 

 これにつきましては、データを収集し、導水路トンネルの工法検討に活用いたしました。 

 また、坑口部の施工にあたりましては、水平ボーリングの実施を検討したらどうかという

ことと、導水路トンネルを施工しながら地質を確認し、ルートを可能な範囲で柔軟に考えて

いくということも含めて、事前の地質調査の内容を考えても良いのではないかといったご意

見をいただきまして、これにつきましても、導水路トンネルの施工計画に反映をさせていた

だいております。 

 また、計測に関するご意見といたしまして、計測上および対策上の観点から、田代ダムの

流量データ等をさらに集めると良いというご意見をいただきまして、これにつきましては、

関係機関と調整の上、収集を行っていこうと考えております。 

 また、水位－流量曲線につきまして、特に流量が少ない時のデータをしっかり採っておく

ことが望ましいということでございまして、こちらにつきましても、今後の計測計画に反映
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してまいります。 

 続いて、導水路トンネルの計画としまして、ルートや施工方法について、ご説明をいたし

ます。 

 今年の 4 月に開催いたしました第 2 回の委員会におきまして、計画に関するご意見といた

しまして、こちらに挙げておりますが、現段階における環境保全措置として、導水路トンネ

ルが最も適切な案であるということと、導水路トンネル計画について早期に深度化し、計画

を具体化することが望ましいというご意見がありました。 

 また、7月に現地視察を行っておりますが、その際に、椹島は既に人工利用されているため、

導水路トンネルの出口としては良い場所と考えているといったご意見をいただきました。 

 こうしたご意見に基づきまして、導水路トンネルのルートや施工方法について、具体的な

検討を進めてまいりました。 

 まず、導水路トンネルのルートについてでございます。 

 ルートは、こちらの青いラインでお示しをしておりますが、この出口につきまして、第 2

回の委員会で検討をしまして、椹島というふうに決めてございます。また、工事の難易度を

下げるために、土被りを 500 メーター以下に抑えると。概ね 500 メーター以下に抑えると。

少し、この取付付近はどうしてもトンネルが地下深くを通ってるもんですから、500 メーター

を超えるんですが、概ね 500 メーターを超えないような土被りで計画すると。また、大井川

と交差しないために、右岸側のルートを通ってくということでございます。 

 勾配は 0.1 パーセント以上としておりまして、千メーター行って 1 メーター下る勾配にな

ります。導水路トンネルの延長がこちらにあります 11.4 キロと長いために、千石非常口との

連絡抗、この緑の所でございますが、こちらを経て導水路トンネルを掘削するということも

計画に含めております。 

 続いて、計画路線から椹島までの地質についてでございます。 

 今までに実施してきました地質調査の結果に基づきまして、こうした地質図を作成してお

ります。大井川の右岸は、四万十層群白根帯に分類されまして、こちらでいうと、緑色の部

分と紫色が主体、砂岩粘板岩の互層と粘板岩が主体の地層になっております。また、少し見

づらいですが、このあたり、少しピンク色のものと緑色のものが重なっているんですけども、

これが緑色岩とチャートでございまして、これが大井川沿いには分布しているということで

ございます。 

 また、下流側の方に行きますと、黄色い砂岩が主に分布をしているということでございま

す。 

 このあたりの地層は、こういった方向に、概ね北北東から南南西方向へ地層が入ってると

いう状況の所でございます。 

 続いて、施工方法についてでございます。 

 こちらの第 2 回の委員会の時に、工事中のトンネル湧水も、早期に導水路トンネルから自

然流下できるようになれば望ましいというご意見をいただいておりまして、早期に導水路ト

ンネルを貫通させるため、トンネルボーリングマシン（ＴＢＭ）といわれる施工方法を検討

するということで、検討を行ってまいりました。 

 ＴＢＭ工法について、簡単にご説明をさせていただきます。 
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 こちらの写真にお示ししてるようなマシンでございまして、ＴＢＭの先端に取り付けたカ

ッターヘッドを回転させて岩盤を掘削すると。この部分をグルグルグルと回しながら掘削す

るという工法でございます。 

 ＮＡＴＭなどの爆薬による発破方法と比較しまして、高速施工でトンネルを掘削すること

が可能な工法でございます。 

 一方で、地質によっては、ＴＢＭによる掘削が難しい場合がありまして、特に土被りが大

きくて強い圧力が作用するような場合には、ＴＢＭが拘束され、その対応に期間を要する可

能性がございます。 

 今回は、高速施工が可能であるということを優先いたしまして、ＴＢＭ工法による計画を

検討してございます。 

 続いて、施工実績についてでございます。 

 実は、静岡県内の南アルプスにおきましては、既に電力会社の導水路トンネルにおきまし

て、ＴＢＭ工法によって施工された実績がございます。こちらの図の緑の所、こちらが二軒

小屋発電所の導水路トンネル、こちらが赤石沢発電所の導水路トンネルでございまして、こ

の緑の所で既にＴＢＭによって掘削されているという実績がございます。 

 こちらの表をご覧いただきますと、平均月進が 240 メーター、270 メーターということで、

異常出水等を除けば、平均月進が 200 メーターを超えておりまして、概ね順調に掘削ができ

たということでございます。 

 続いて、電力会社の導水路トンネルをＴＢＭによって掘削した際の岩種について整理をし

ました。こちら、縦の方、岩種が入れてございまして、砂岩、砂岩粘板岩互層、粘板岩、チ

ャート、緑色岩というようにございますが、二軒小屋発電所、赤石沢発電所で、概ね、掘削

した実績がございます。 

 今回、我々が計画しております導水路トンネルにつきましても、同種の岩種の所でござい

ます。チャートにつきましては、二軒小屋発電所では出ていなかったんですけども、赤石沢

発電所の方で、僅かですが掘削した実績がございます。 

 このように、近辺で導水路トンネルを計画する岩と同種の岩種の所を掘削した実績がござ

いまして、ＴＢＭによる掘削は可能だというふうに考えております。 

 続いて、ＴＢＭのつっかえについてでございます。 

 先ほど、地盤によっては、回りから土圧を受けて、拘束されることがあるというお話をさ

せていただきましたが、ＴＢＭ工法は、ＮＡＴＭに比べて、岩種によっては高速で掘削でき

るというものでございます。ただ、拘束されると時間がかかってしまうものですから、それ

について、どのように岩質改良をしていくかということでございます。 

 まずは、施工段階で、1番、上に書いてあります、前方探査を実施いたしまして、前方の地

山を把握することで拘束等のリスクを回避して施工を行うということを考えております。そ

れでも、ＴＢＭが拘束された場合には、その拘束のレベルに応じてこちらの下の図のように

対応していきたいと考えております。 

 まず、拘束レベルが小さい場合にはマシンをバックさせまして、先受け工とか、フォアパ

イリングなどを行って、前方の地盤を改良して掘削を行っていくということを考えておりま

す。 
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 中段ですけども、ＴＢＭが後進できない。後ろにバックできないような状態で拘束された

場合で、この地山、不良地山の部分が、仮に全長が短い場合には、このマシンの周辺を掘削

して拡幅をして、拘束を解除して前へ進んでいくことを考えております。 

 3 つ目に、拘束されて、不良地山の区間が長いような場合には、こういった迂回抗を掘って、

ＮＡＴＭで掘って、そこでＮＡＴＭで、その不良地山を抜けて、それから、ＴＢＭのマシン

を前進させていくということを考えております。 

 また、さらに、最新の技術動向も踏まえ、今後も検討を深めてまいりたいと考えておりま

す。 

 続いて、導水路トンネルの施工方法についてでございます。 

 まず、こちらの椹島から、ＴＢＭによって掘削を行います。こちら、高速施工が可能だと

いうことで大半の部分をＴＢＭで掘削すると。あと、千石の非常口との連絡抗から奥、ここ

については土被りが大きいためＮＡＴＭによって掘削を行います。 

 また、施工延長が長いため、資材運搬等を考慮しまして、施工可能な範囲で、できる限り

小断面で掘削をするということで、下に断面図を載せておりますが、こういった複線断面で、

1車線ですと 1個が行って戻って来るまで時間がかかるもんですから、2車線を考慮するとい

うことで考えておりまして、それによりますと、ＴＢＭという工法ですと直径が 3.5 メータ

ー。断面積が 10 平方メートルになります。また、ＮＡＴＭですと、断面積が約 20 平方メー

トルになります。 

 また、これ、第 3 回目の委員会でもご意見があったんですが、施工前には、椹島の坑口で

水平ボーリングの調査を行うということを考えております。また、施工中は前方探査を行い

まして、結果に応じて補助工法を行ったり、柔軟にルートの変更を検討することで考えてお

ります。 

 こちらが導水路トンネルから発生する発生土量についてでございます。 

 発生土量は約 20 万立米。先ほどの工法でいきますと、約 20 万立米となります。既に静岡

県では 7 カ所の発生土置き場の候補地をお示ししておりまして、その容量はこちらにありま

すが、706 万立方メートルでありますので、この新たに発生する土量も含めても、これらの発

生土置き場で対応できるというふうに考えております。 

 今後も、工事全体を通じて、発生土量の削減に努めてまいりたいと考えております。 

 ここまで、導水路トンネルの計画について、まとめを行います。 

 大井川右岸において、計画路線取付位置付近を除いて、土被りを 500 メーター以下として

ルートの選定を行いました。 

 当該ルートの岩種に対しては、ＴＢＭによる施工実績があり、ＴＢＭによる施工が可能と

考えられます。 

 また、椹島から千石非常口との連絡抗までは、できる限り小断面の掘削断面積約 10 平方メ

ートルのＴＢＭにより施工いたします。 

 また、千石非常口との連絡抗から計画路線取付位置までは、できる限り小断面の掘削断面

積約 20 平方メートルのＮＡＴＭによって施工いたします。 

 施工前には、椹島の坑口付近で水平ボーリング調査を実施いたします。また、施工中は前

方探査を実施し、結果に応じまして補助工法や柔軟にルートの変更を検討いたしていきます。 
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 続いて、導水路トンネルを考慮した上での、水収支解析の結果について、ご説明をいたし

ます。 

 今回の水収支解析は環境影響評価書でお示しした時と同じで、タウンバイというモデルを

用いて解析を行っております。水収支解析の入力データ、河川流量データであるとか、降水

量のデータなどは、評価書のデータをそのまま使用いたしまして、今回、導水路トンネルを

構造として追加をいたしまして、解析を行っております。 

 なお、覆工コンクリートや防水シート、薬液注入などを実施していない条件というところ

は、環境影響評価の時と同様でございます。 

 こちらが水収支解析の結果でございます。 

 それぞれの地点におきまして、例えばこちらです。上段が工事着手前の流量、中段が導水

路トンネルが無い場合の中央新幹線工事完成後、工事完了後の流量です。3段目が、今回、新

たにお示しする導水路トンネルがある場合の中央新幹線完成後の流量ということになります。

この上、2段につきましては、環境影響評価書でお示ししたものでございます。 

 これをご覧いただきますと、まず、上流部、この西俣沿いとか、東俣沿いの上流部におき

ましては、2 段目と 3 段目の数字を見ていただきますと、ほとんど変化が無いということで、

導水路トンネルの有無に関わらず、流量変化は無いと考えられます。下流の方ですが、こち

らでは、導水路トンネルによる影響があるとみられるとなっております。 

 注目していただきたいのは、この椹島の所でございまして、こちらは工事着手前の流量、

現在の流量ですが、10.9 立方メートル／秒でございますが、導水路トンネルを設けることに

よりまして、10.2 立方メートル／秒まで、およそ 7 割方の水量を大井川に戻すことができる

ということでございます。 

 こちらで、椹島における河川流量の解析結果を改めてお示しをいたします。 

 工事着手前の流量が 10.9 立方メートル／秒でございまして、導水路トンネルが無い場合の

完成後の流量は8.87立方メートル／秒というということでございました。ここで、約2トン、

2立方メートル／秒の流量が減少するとしてきましたが、今回の導水路トンネルを設けること

によりまして、1.33 立方メートル／秒を戻せるということになります。10.9 が 10.2 になる

ということでございます。 

 残りの、この 0.7 立方メートル／秒につきましては、今までも申し上げてきているように、

計画路線の湧水をポンプアップするという方法によって戻すということによりまして、それ

で戻せば、河川流量は元の状態に戻るということでございます。 

 これによりまして、大井川の中下流域の水資源利用には影響がないということを数字でお

示ししたということでございます。 

 今、ポンプアップというお話をさせていただきましたが、そのイメージでございます。こ

れが南アルプストンネルをイメージしたものでございまして、こちらが本坑で、南アルプス

トンネルの場合は、その横に先進坑といいまして、あらかじめ、地質調査等のためにトンネ

ルを掘ります。そのトンネルの中に、工事中からこういったポンプの釜場を設けまして、順々

にポンプアップをしながら工事をするということになります。工事完了後も、この釜場など

の設備を残すことによりまして、この導水路トンネルの取付位置までポンプアップするとい

うことが可能となります。 
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 ポンプアップの具体的な方法でございます。 

図のこちらをご覧いただきますと、これは先進坑のトンネルでございます。その横にポンプ

の釜場が横にできているというイメージでございます。その釜場の中にはポンプを入れて

順々に汲み上げるということになるんですけれども、先ほどの 0.7 立方メートル／秒のポン

プアップには、こちらの例ですが、吐出し量 13 立方メートル／分のポンプを使いますと、こ

れを 4台入れれば汲み上げ可能だということになります。 

 ただ、工事中に、こちらの設備の規模等につきましては、工事中にトンネル湧水量を実際

に計測しまして、設備規模を決め、また、ポンプアップの具体的な運用につきましては、関

係者の方々と調整をさせていただきたいと考えております。 

 こちらは椹島より上流におけます河川流量の解析結果でございます。 

 田代ダムにおける河川の維持流量っていうのが決められておりまして、それがこちらの表

にお示ししたものでございます。 

 維持流量は期間ごとに異なりますが、いずれの期間におきましても、解析による河川の流

量がこちらの河川の維持流量を上回る結果になっております。 

 また、木賊の堰堤、田代より下流に木賊の堰堤がございますが、そちらにおける河川維持

流量は通年で 0.37 立方メートル／秒となっておりますが、これに対しまして、渇水期、12

月から 2月の流量は 1.15 立方メートル／秒となりまして、こちらでも上回るということにな

ります。 

 なお、当該地点で取水をされている電力事業者さんとは今後も調整をしてまいりたいと考

えております。 

 水収支解析の結果について、まとめます。 

 導水路トンネルの出口より大井川の下流におきまして、導水路トンネルの設置により自然

流下で 1.33 立方メートル／秒の流量が戻ります。 

 また、工事着手前の流量との差であります 0.7 立方メートル／秒につきましては、必要に

応じて計画路線の湧水を導水路トンネルの取付位置までポンプアップするということにより

まして、河川流量の減少を回避することが可能です。 

 よって、大井川の中下流域の水資源利用には影響はございません。 

 また、椹島上流におきましては、導水路トンネルを設置した場合、田代ダムおよび木賊堰

堤における河川維持流量を上回っております。 

 続いて、水環境の計測計画についてでございます。 

 導水路トンネルの出口であります椹島におきまして、年 2 回の計測を月 1 回の頻度に、頻

度を上げて計測を実施します。 

 補足でございますが、こちらの静岡県中央新幹線環境保全連絡会議の第 2 回水資源部会に

おきましても、「導水路トンネルを掘るのであれば、事後調査計画書に記載した河川流量計測

地点を増やしたり、観測密度の見直しが必要になると思う」といったご意見もいただいてお

りまして、それにも対応させていただいているところでございます。 

 こちらが導水路トンネルを考慮した河川流量の計測計画でございます。 

 今回、変更しました椹島です。こちらは年 2回から月１回と頻度を高めております。 

 なお、こちらでは、ちょっと、お示しをしておりませんが、第 3回の委員会の時に、既に、
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これとは別に、こちらの西俣の上流、ここで月 1 回の観測。あと、導水路トンネルの上部、

こちらの沢とこちらの沢で 2 地点を調査地点として追加させていただいてるということは、

第 3回の委員会の方でご報告を、もう既にさせていただいております。 

 続いて、今、水量の話をずっとしてきたんですが、水質についてでございます。 

 トンネル坑口や、宿舎、発生土置き場の下流におきまして、水質の調査を実施いたします。

排水につきましては、濁水処理設備等を設置し、法令に基づく排水基準等を踏まえ、沈殿、

ろ過することにより、濁りを低減させるなど処理をした上で排水をいたします。 

 排水の濁りや汚れを監視し、処理状況を定期的に確認いたします。 

 こちらは、その水質の調査箇所でございます。 

 続いて、参考として報告しました環境調査（動植物への対応）についてでございます。 

 こちらの第 3回の委員会でお示ししたんですが、導水路トンネル上部の沢、4地点、こちら

のオレンジの所 1、2、3、4。4 地点と、あと導水路トンネルの出口にあたります椹島の坑口

部で動植物に関する調査を実施しております。 

 こちらでは導水路トンネル上部の沢の調査結果についてお示しをしております。 

 こちらは導水路トンネルの上部の沢の状況でございます。1つ、上流側から下千枚沢、蛇沢、

あと、3番目、これ、途中から湧き出してるような名称のない沢でございます。あと、奥西河

内川です。この 4カ所で動植物に関する調査を行っております。 

 導水路トンネル上部の沢の調査といたしましては、こちらにお示ししているように、哺乳

類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類、底生動物、植物相といったものについて、調査を行っ

てきております。 

 調査結果はこちらのとおりでございます。 

 哺乳類につきましては、カワネズミ、ホンドモモンガ、ニッコウムササビ。両生類につき

ましては、ヒダサンショウウオ、ハコネサンショウウオ、ナガレタゴガエル、カジカガエル。

植物相としてヤシャビシャクとアオキランが確認されております。 

 重要種はこちらにありますように確認されておりますが、環境影響評価の調査の段階から

新たな重要種は確認されておりません。 

 また、魚類につきましては、調査実施箇所でイワナ類が確認されております。今後、この

イワナ類につきましては、専門家にご助言をいただきながら同定を行っていきたいと考えて

おります。 

 これまでの検討状況を踏まえまして、大井川流域の水資源に対する環境保全措置について

取りまとめを行いました。 

 まず、今回の検討内容をまとめますと、導水路トンネルの計画につきましては、大井川右

岸において計画路線取付位置付近を除いて、土被りを 500 メーター以下としてルートの選定

を行いました。 

 また、椹島から千石非常口との連絡抗までは、必要最小限の掘削断面積約 10 平方メートル

のＴＢＭにより施工し、千石非常口との連絡抗から計画路線取付位置までは掘削断面積約 20

平方メートルのＮＡＴＭにより施工をいたします。 

 水収支解析の結果でございますが、椹島下流におきましては、導水路トンネルの設置によ

り、1.33 立方メートル／秒の流量が大井川に戻り、工事着手前の流量との差である 0.7 立方
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メートル／秒についても、必要に応じて計画路線の湧水を導水路トンネル取付位置までポン

プアップするということによりまして、中下流域の水資源利用への影響を回避することが可

能です。 

 椹島上流におきまして、導水路トンネルを設置した場合、田代ダムおよび木賊堰堤におけ

る河川維持流量を上回っております。 

 大井川流域の水資源に対する環境保全措置として、椹島付近を出口として大井川右岸のル

ートで導水路トンネルを設置し、必要に応じて計画路線の湧水を導水路トンネル取付位置ま

でポンプアップすることにより、中下流域の水資源利用への影響を回避いたします。 

 導水路トンネル出口より上流に対する環境保全措置といたしまして、導水路トンネルは、

可能な限り小断面によるＴＢＭ工法を採用することにより、水環境や発生土による環境への

影響の低減を図ります。 

 また、工事中は河川および導水路トンネル上部の沢の流量を計測し、減水の傾向が認めら

れる場合には、既に把握している重要な種のモニタリングを行います。 

 またモニタリングの結果、重要な種への影響が生じる恐れがある場合は、必要により専門

家に助言をいただきながら、移植などを実施いたします。 

 また、工事中に使用する非常口からのポンプアップの機能を残すことについても、必要に

より検討を行っていきます。 

 こちらが最終的な河川流量の計測地点となります。 

 常時計測地として、こちらの赤丸 3 地点。西俣、東俣、大井川本流の 3 地点に 1 カ所ずつ

で、常時計測を設けます。また、月 1回観測として、緑の地点でございますが 7地点。あと、

年 2回、渇水期と豊水期の観測地点として 38 地点を設けまして、計測をしながら工事を行っ

ていくということを考えております。 

 以上から、大井川流域の水資源に対する環境保全措置について、まとめを行います。 

 導水路トンネルを設置し、必要に応じて導水路トンネル取付位置までポンプアップすると

いうことによりまして、中下流域の水資源利用への影響を回避いたします。 

 導水路トンネルは可能な限り小断面によるＴＢＭ工法を採用することにより、水環境や発

生土による環境への影響の低減を図ります。 

 また、工事中は河川および導水路トンネル上部の沢の流量を計測し、減水の傾向が認めら

れる場合には、既に把握している重要な種のモニタリングを行い、必要により専門家の助言

をいただきながら、重要な種の移植などを実施いたします。 

 以上により、導水路トンネルの設置などの環境保全措置により、大井川流域の水資源に対

する環境影響は、事業者の実行可能な範囲内で回避または低減が図られていると考えており

ます。 

 最後に、今後の予定についてでございます。 

 今後は、工事の施工段階におきまして、計測したデータをお示しし、追加の環境保全措置

の必要性等について、ご議論いただきたいというふうに考えております。 

 それで、これ、金曜日に行った会議になんですけども、委員長の総括につきまして、4点ご

ざいまして。 

 1 つは、これまでの委員会で議論された内容がまとめられており、提示された内容に沿って、
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環境保全措置を進めていくことを委員会として確認したということ。 

 2 つ目として、今後、実施段階では低水地の状況に留意して工事を行っていくことが望まし

いということ。 

 あと、ＴＢＭによる施工の具体的な計画にあたっては、電力会社の導水路トンネルのデー

タについて、さらに収集を進めて内容を反映していくと良いと。 

 あと、沢部においては、念のため、地表の斜面崩壊についても留意することが望ましいと

いったご意見をいただいております。 

 以上で、ご説明を終わらせていただきます。 

 

（和田会長） 

 ありがとうございました。 

 内容がかなり、我々もなかなか慣れてない問題でございますけれども、ＴＢＭというのは、

いろんな所で、最近使われている工法で、こういうマシンとしては非常に。 

 これは、第 2 東名なんかでも使われたやつですか。この近くですと蒲原のあたりの所で、

ちょっと見させてもらったこともあるんです。私。 

 そういう機会があれば、また、ものを見て、見ることによって、非常に現実感が湧きます

ので、そういうことがある時、チャンスがあるといいかなと思います。 

 ちょっと内容が、非常に大きい内容ではありましたけれども、ただ今のご説明の中で質問

いただければと思いますが、具体的な、懸念される、それぞれの皆さんのことで、それに関

連した。水は、当然出てくるので、トンネルを掘れば出てくるわけなんですけど、それを回

収する地点、する方法についての説明がございました。 

 ご質問いかがでしょうか。 

 はい、森山さん。 

 

（森山委員） 

 井川漁協の森山です。 

 ちょっと、教えて欲しいんですけども、この導水路トンネル。これは沢地の下流から追い

かけてくという形になるんですよね。それに対して、この本工事の、先進坑の工事の進み具

合と、導水管の工事の進み具合によっては別々に施工するのか。それとも、優先的に導水管

を施工させて、先進坑を掘削と本坑という形でいくのか。そこら辺によって、別々にやった

場合は、導水管が、そこの本坑に達するには、時間がかかると思うので、そこら辺で、どの

ような方向へ。掘ることをどんどん進めて来るっていう話になると、そこの時点で、トンネ

ルから出る湧水、それによっては薬液注入という、そういう工法になってくと思うんですけ

ども、そこら辺の流れがいまいち、こっちが分かってないと困るなということと。 

 工事期間があまりにも長過ぎるもので、6年、7年っていうような工事期間になると思う 

ので、そこら辺の、行程的な流れの 1 つを作るというもので、分かるへんで教えてもらえる

とありがたいなと思うんです。 

 以上です。 
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（和田会長） 

 では、それにつきまして、お願いします。 

 

（ＪＲ東海） 

 本坑と導水路トンネルですけれども、いずれも準備ができれば始めたいんです。要するに、

できれば同時にやりたいと思ってます。1 つ、ただＴＢＭっていうのは機械を使いますので、

そういったものを製作するのに少し時間がかかったりはしますけれども、そういった意味で

必ずしも同時には着手にはならないんですけれども、基本的には、準備できれば、どちらも

始めるというふうに考えております。 

 やはり、ご指摘のとおり、トンネル工事って、比較的、時間がかかります。これまで申し

上げておりましたトンネル斜坑、非常口を掘りながら、水を汲み上げながらやるっていうこ

とは、これは、今回、この導水路トンネルを導入した場合も変わりません。その間、ずっと

汲み上げながらやります。導水路トンネルが貫通して本坑の方に接続でき次第、導水路トン

ネルに水を流すということです。もともと、本坑も非常に工期のかかる工事でございますが、

導水路トンネルも、掘削にやはり、4～5 年かかると思っています。その間は非常口の方から

水を汲み上げて補充をするということでございます。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 よろしかったでしょうか。 

 

（森山委員） 

 はい、分かりました。大変、良く分かりました。 

 ただ、今後も。導水路が完成した時点で、また、私どもも、木賊付近で河川維持流量が戻

るというふうに書いてあったと思うんですけど、一応、戻ると。その間っていうのは、元に

は戻らないよという考え方でいいですか。 

 

（和田会長） 

 返事を。返答の方をお願いいたします。 

 

（ＪＲ東海） 

 今のお話ですと、工事中のトンネルを掘って行く時に、この水、ここから、こう、水を汲

み上げて、この非常口 2 カ所あるんですけど、そこから汲み上げた水を流してます。先ほど

申し上げたように、こちらが繋がったら、ここの水は、こっちへ自然流下でできるだけ早く

流したいというふうに考えておりまして、これが繋がるまでの間は、むしろ、西俣とか千石

に、どうしても汲み上げないと工事ができないわけですから、逆にいうと、繋がる前の方が

流量が多いっていいますか、上流からが多いっていう、そういうことになります。 

 よろしいですか。 
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（和田会長） 

 よろしかったですか。 

 山田委員。 

 

（山田委員） 

 細かいことなので。 

 先進坑を先に掘るって前におっしゃってましたよね。本トンネルを掘る前に先進坑を掘る

ということでしたので、そうしますと、先進坑とこの導水路トンネルをまず繋げるというこ

とになりますでしょうか。 

 

（和田会長） 

 はい、お願いいたします。 

 

（ＪＲ東海） 

 ちょっと、先ほど、あんまり正確ではなかったです。 

 本坑と導水路トンネル同時にと申し上げましたけども、本坑より先に先進坑を掘削します

ので、同時着手という意味では非常口と導水路トンネルを、できるだけ同時に早く着手した

い。ただ、導水路トンネルは機械の製作上とかもございます。必ずしも同時ではないんです

けども、できるだけ同時にやりたいと思ってます。 

 非常口が、最終的に、まず最初に本坑の場所に到達する時は、先にご指摘のとおり、先進

坑の方に到達します。先進坑に導水路トンネルを接続して、今、水の汲み上げとかについて

は、先進坑を使うふうに計画をしておりますので、例えば、長野県側の高い所から来るもの

は先進坑を通ってそのまま導水路トンネルで出しますし、必要に応じて山梨県側の低い方か

らの水についても、やはり先進坑を使って、こちらについてはポンプを使って、その導水路

トンネルと先進坑の繋ぎ口まで汲み上げてあげることによって、そこからは自然に重力によ

って椹島まで流下させるという、そういう考え方でございます。 

 

（和田会長） 

 よろしかったでしょうか。はい。 

 

（増澤委員） 

 その導水路トンネルの出口より上部っていうのは、その上部は、柳島との間のことと考え

ているわけですよね。出口より上部ですから。導水路トンネルが通った後は、本流の方は水

の量は減ったままですか。それとも、さらに汲み上げて流すんですか。 

 

（和田会長） 

 はい、お願いいたします。 

 

（ＪＲ東海） 
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 今のご質問の点ですけども、この導水路トンネルを堀ったことによりまして、これ、木賊

の位置になりますが、若干、その影響が出ております。今のご質問は、この間は流量が減っ

たままになるのかという、今は中下流域の皆さんのことを考えた対策でございますので、こ

の間は、流量は減ったままになるというように考えております。ただ、先ほどご説明したよ

うに、河川の維持流量は維持できるということでございます。 

 ここに対しては、先ほど、上流部への環境保全措置というところで述べさせていただいた

とおりでございますが、導水路トンネル出口より上部に対する環境保全措置として、この 1

番最後に、工事中に使用する非常口からポンプアップの機能を残すという機能についても、

必要において行うということでございまして、これが、我々、想定しているよりも、例えば、

水が大幅に減ってしまうとか、やっぱり影響があると。動植物にとって影響があるというよ

うなことになれば非常口からポンプアップすると。要は、この導水路トンネル取付位置まで、

ここをポンプアップするというものとは別に、この非常口から汲み上げた水を出すというよ

うなことも検討していかなきゃいけないんじゃないかと、このように考えております。 

 

（増澤委員） 

 現状維持が考えられるってことだね。 

 今、流れてる量の水っていうのは、ある程度、保証できるってことですね。その区間は。 

 

（ＪＲ東海） 

 必要によってですけども。そういったこともできるようには考えているということでござ

います。 

 

（増澤委員） 

 ありがとう。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 今の、水量と、それから、あと水質の問題もありますが、その辺についてはいかがでしょ

うか。 

 はい、福田先生。 

 

（福田委員） 

 少し基本的なとこから、もう 1度、確認したいと思いますけど。 

 まず、12 ページ。導水路トンネルルートの図があります。8 ページです。これで、もう 1

度、確認したいのは、西俣の、いわゆる新幹線の敷高の標高と、椹島の吐出口、トンネルの

出口標高、何メーター、何メーターですか。 

 西俣地点のリニアの敷高、トンネルの敷高と、繋がり場の吐出口の敷高。標高どれぐらい。

後で詳値を調べておいてください。 

 それで。 



15 
 
 

 

（和田会長） 

 すぐ分かりますか。 

 

（ＪＲ東海） 

 高低差ということでいいでしょうか。高低差は約 15 メーターです。 

 

（福田委員） 

 それで、おそらく、西俣口では、相当、深い所を流れる、トンネル入口になりますから深

いですよね。それを、だんだん、順繰りに緩勾配で落としていくということになると、もう

椹島あたりじゃ、非常に土被りが少ない状況でトンネルは施工される。そうしないと出口、

出られませんわな。そうですよね。それはそういうことですね。 

 

（ＪＲ東海） 

 そうですね。はい。 

 

（福田委員） 

 それから、この 12 ページ。ＴＢＭの実績ですが、これ、非常に大切なことだと思うんです

が、赤石沢発電所をＴＢＭで掘られた。このグリーンの所がそうなんですけども、この時の

湧水状況っていうのは把握されてるんですか。ＴＢＭ工法で堀った時の、このトンネルの湧

水量。どれ位の、例えば、被りでどれ位の湧水量があったか。 

 

（和田会長） 

 すぐに分かりますか。 

 

（福田委員） 

 これは、何故、こういうことをいうかといいますと、おそらく、これ、導水路トンネルの

被りと、トンネル内の湧水量っていうのは。 

 

（ＪＲ東海） 

 すいません。資料ございます。ちょっと。 

 

（福田委員） 

 何故こういうことを聞くかっていいますと、このトンネル、ＴＢＭでやったトンネルの湧

水実績っていうのは、これから掘る導水トンネルの湧水量を類推するに、地層が非常に似て

ますから、想定できますわね。だから、そこは押さえておいて欲しいということです。 

 それで、結果として、この水収支解析というのはシミュレーションですから、間違ってる

とか、いいとか、僕はあんまりいう気はないんですが、要は、もともとやられたやつで、要

するにバイパスするけど、要するに導水路トンネルで椹島まで運びますよということをおっ
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しゃってるわけですよね。ということでしょう。 

 だから、導水路トンネルで出てくる湧水に対する考察をどういうふうにされてるんですか。

導水路トンネルを掘る時に、おそらく水が出るでしょう。それは、この考察上はどういうこ

とを。要するに前のやつは導水路トンネルが無かった状況ですよね。だから、収支計算ぶち

こんでいったら、確かに吐出口では、また収支合いましたと。これは分かるんです。そうい

うことでしょう。 

 だから、導水路トンネルに出てくる水の量っていうのは、どういうふうに考えて、それが、

ここに表現されてるのか。おそらく、僕はされてないんじゃないかと思いますけど。それは

類推しても、それは事実関係を調べておいてください。 

 それで、問題は。私、心配するのは、最後の 28 ページで、我々、前回、いましたから、導

水路トンネルをやるなら、沢枯れが怖いから支川に定点観測した方がいいでしょうと、これ

は、みなさん、良くお守りになって、各地点で観測、これは非常に結構なことです。問題は、

この観測時期はしっかりしとかないと、またこんがらがったことになりますよ。 

 例えば、渇水期、何日ごろ目と。洪水期何月頃を見るとしとかないと、観測によって、全

然、河川流況変わりますから、これはあらかじめ、後々できたトンネル、いろんな議論に耐

えるだけの調査をされた方がいいと。せっかく年２回やっておられるなら、それはしといた

方がいい。理論が噛み合いやすい。 

 私が心配するのは、おそらく、この導水路トンネルを掘る時に、1番心配してるのは、自然

の沢枯れが起きないかと。そういうことによって、いわば、ここに貴重種があったり、魚が

いたり、1種の生態系がここにできてるわけですから、それが 1番心配なんです。水資源のも

のより、自然環境の方が言った方がいいと思うんですけど。だから、そういう時に議論が噛

み合うように調査をされておいた方がいいと思う。シミュレーションはシミュレーション。

限界だってこと分かりますから。観測をしっかりやってくださいということです。 

 それで、最終的な、さきほど漁協の方もおっしゃったように、流況の把握の仕方なんです

けども、シミュレーション上は、全部、平均値。平均値でやってありますけど、河川の低水

の管理というのは、渇水期ルール、平水期ルール、それぞれありますでしょう。そういうこ

とを踏まえて、常時観測地点を整理しておかれないと。ただ、何トン、ありましただけじゃ

ダメです。それは、赤い所が 4 カ所あるわけですから、そこでどういう変化をしたかと。渇

水期流量はどう変わったのか。低水流量はどれだけ変わったということを、この工事期間中

にしっかり整理をして、後々の議論に耐えるように、東海の方はされておいた方がいいとい

うことです。以上です。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ＪＲの方から、今のことにつきまして、よろしいですか。 

 今、大事なことがありまして。やはり、実際に始めますと、いろんな予想ができないとこ

ろが、幾つか出る可能性もあります。 

 どうぞ、お願いします。 
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（ＪＲ東海） 

 まずは、発電所の、導水路トンネル工事中の湧水量についてですが、こちらの下の表をご

覧いただく。ちょっと、薄い感じで、ちょっと、見えづらいですが。 

 上段が二軒小屋発電所の東俣トンネル、西俣トンネル、こういうトンネルと、こちら側の

トンネルということでございます。こちらが 1番目、こちらが 2番目でございます。ここに、

最大湧水量をちょっとお示ししておりますが、東俣で 6.3 立方メートル／分。西俣で 16.8 立

方メートル／分でございます。 

 それで、赤石沢発電所につきましても、ここの奥西河内トンネルという、少しピンク色っ

ていうか、ここの部分で 1.5 でございまして、合流トンネルの方で 16.2 立方メートル／分で

ございます。 

 

（福田委員） 

 つまり、0.2 とか 0.3 立米ですか。 

 

（ＪＲ東海） 

 はい。 

 

（福田委員） 

 それで、断面積は。トンネル断面はどれ。 

 

（ＪＲ東海） 

 トンネルの断面積はこちらです。こちらにございますが。 

 

（和田会長） 

 何ページになりますか。 

 

（ＪＲ東海） 

 こちらは、二軒小屋発電所の導水路トンネルの方が、おおよそ 7 平方メートル。赤石沢発

電所の方も、こちらも少し、断面変わっておりますが、途中で、5.3～7 平米位です。 

 

（福田委員） 

 いずれにせよ、今回の導水路トンネルの方がはるかに大きいですね。断面が。20 平米とか、

10 数平米でしょう。 

 

（ＪＲ東海） 

 10 平米位です。はい。 

 

（福田委員） 

 はい、ありがとう。分かりました。 



18 
 
 

 

（ＪＲ東海） 

 それで、あと、導水路トンネルを掘削したことによる影響についてでございますが、解析

上、こちら、先ほど、少しご説明をしたんですけども、上流部の方では影響がないと、こう

いうふうに導水路が通ったとしても影響がないということでございますが、こちら、0.5 立米

／秒ほど河川流量が減少するという形の結果になっております。 

 これは、こちら側から流入する沢自体は、あまり数はないんですけども、地下水の浸透。

それの関係で 0.5 立米ほど減少すると。 

 

（福田委員） 

 それは、トンネルが評価されてるっていうことをおっしゃったんですか。要するに導水路

のそれが評価されてることで。 

 

（ＪＲ東海） 

 そうです。それを考慮して、そうなってるということでございます。 

 ですから、河川の流量が減少してるのは、その分、導水路トンネルの中に、おそらく、影

響としては流れ込んでるということだと考えております。 

 

（和田会長） 

 よろしいですか。 

 

（福田委員） 

 どうなりますかね。 

 

（ＪＲ東海） 

 もうちょっと補足させていただきます。 

 中電さんの導水路トンネルの湧水データについてはヒアリングをしておりまして、今、先

ほどあったデータが出てるんですけども、環境影響評価書の時に水収支解析を回してた時点

で、そのデータを入れてモデルの最適化を行ってます。当時の田代さんの水の湧き方とかを

反映してです。直接は関係ないですが、例えば、ＪＲ東海の方でも、早川の方で地質調査の

作業坑を 5年位前に掘ってるんですけども、そういった所の水とか、湧水もありましたので、

そういったものを、できるだけ分かるものは入れてモデルの最適化をやっておりますので、

そういったことは、どこまで再現性あるかってなるんですけども、一応、反映しております。 

 もう 1 つ、繰り返しになってしまうんですけれども、今回の水収支解析なんですけども、

ここ、ちょっと、無いんですけど、これ、環境影響評価書の時のやつで、トンネルを、こう

いうモデル化して解析やるんですけども、今回は、さらに、ここにもう 1 個トンネルを、導

水路トンネルを繋ぎ、もう 1 個、繋いだ形でモデルを再構築してやっておりますので、先ほ

ど、申しましたように、導水路トンネルの影響も加味した流量の結果。 

 ここです。これが、評価書の時には、9.87 だったのが、この間の、導水路トンネルの影響
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を受けるとこれはさらに少なくなるといった減少の再現もできております。 

 あと、最後の方に、ちょっとお話がありました、計測の時期はできるだけ固定しろという

ことは、ご意見ということだと思うんですけども、今回、更に、導水路トンネルの影響を受

けそうな沢の調査っていうのを、今回、してます。これ、委員のご指摘は、こういった導水

路トンネルに近い所で沢枯れがあるかもしれないから、時期をしっかり固定して調査してと

いうことだったと思います。これ、今回から調査をはじめておりますので、引き続き、そう

いった時期に調査するようにいたします。 

 これらの沢につきましては、先ほどご説明させていただきましたけれども、動植物の現状

の調査も、今年度、させていただきまして、1日と、先ほど、お話したとおりなんですが、そ

ういった調査もしてありますので、その水量の変化を見ながら、もしそういった影響が出そ

うであれば、専門家のご意見をお聞きしながら、そういった環境保全の措置をしていきたい

というふうに考えております。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 

（福田委員） 

 シミュレーションだから、減ってしまえばいかんと。問題になるのは、要は、その赤石に、

自然治癒で流れた湧水量と、そのシステムでやられたシミュレーションモデルでやられた湧

水量に、いい関係があるか。利いた値ではないみたいです。もっと出るんじゃないかってい

う感じがする。上だから、地質構造が違うからそういうことがいえるのかもしれないけど。 

 今、0.5 トンでしょう。0.5 トン位出るっていうわけでしょう。これ見たら。そういうこと

ですよね。そういうことでしょう。0.5 トン位、導水路トンネルを掘ると。要するに、椹島近

くじゃ、0.5 トン位減りますと、正直におっしゃったんだから。だから、それは、要するに、

導水路トンネル側にそれだけ漏れてきてるっていうことでしょう。そういうことですよね。 

 それと、その断面量と、上で、赤石沢でやられたやつとの関連を見ると、シミュレーショ

ンモデル上、どういう地層を、どう想定されたによりますけども、もうちょっと、出るんじ

ゃないかなという心配はします。だから、沢枯れとか、そういった支川の流況の変化ってい

うのは、やっぱり、定点でキチンと観測された方がいい。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 ちょっと、私の方から聞いてもよろしいでしょうか。 

 あそこの地質の断層だとか、そういうところが、大井川の所に平行してある筈なんですが、

それの影響っていうのは、どういうふうに計算上は出るんですか。それは無いのか。 

 つまり、要するに、坑を掘って、水が出るっていう所は、活断層であれば非常に大量の水

が出るんです。だけれども、あそこは、境界断層は地層の違いがあるんですが、そこの所は

非常に動いているわけではないもんですから、観測上は無いことになってますし。ただし、
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どの位。将来、動かないという保証は無いということはありますので、その時に水が抜ける

所は、おそらく、断層の所から圧倒的に抜けることになると思いますので、均一じゃないん

です。ですから、そこの所は、ルートによって、ずいぶん、違うんではないかという、そう

いう懸念はあるんですが。 

 お願いします。 

 

（ＪＲ東海） 

 ちょっと、今回、導水路トンネル方向の資料は用意して来なかったんですけども、これは

もともと、環境影響評価書をご説明した時に、水収支解析をご説明する資料として持ってき

たものなんですが、今回、このモデルを構築するにあたりまして、地質のデータを入れてお

ります。やはり、委員ご指摘のとおり、こういった地質、地質というよりも、こういった断

層、断層破砕帯、割れ目集中帯といった所の影響は大きいと思うんですが、そういった所と

そうでない所で、水の浸透性の違いっていうのをモデルとして入れて計算しております。 

 これ、今回、導水路トンネルについても同様なことをしておりますので、完璧ではないで

しょうけれども、それなりに反映をさせております。ご指摘の、縦に並んでいることが、南

北にということが、影響あるかどうかっていうところは、よく分からないんですけれども、

こういった形でデータを入れてシミュレーションを回してるんです。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 なかなか、こうやって見ると、だんだん、あそこがたくさんあって、そして、そこの部分

は破砕帯になってますよっていうようないい方をしますと、破砕帯ってどういう状態の破砕

帯なのか。要するに、最近の破砕帯と非常に古い時代の破砕帯というのは全く違うんではな

いかと。我々も、直接、見てるわけではないもんですから、谷地形だとか、そういう形で、

下に、大井川に挟まれたっていうような推定はしますけれども、その下の地層が、あの黒い

所は粘土になってるのか、それとも、スカスカの水がいっぱい通ってるのかとかという、そ

ういうところは掘らないと分からないところが非常に多いんじゃないかと思いますので、で

すから、そういう所に、かなり通過しますので、そういう影響については、分かってない所

が非常にあるんではないかという懸念はあるんですけど。 

 

（ＪＲ東海） 

 ご指摘のとおりでして、それなりに反映はしてるんですけれども、やっぱり、特に地中の

深い所っていうのは、実際、どうなってるか分かりませんので、それは掘りながら実際の地

山を確認しながらやっていきたいと思います。それなりにシミュレーションの中では反映し

ているということに、というふうにご理解いただければいいかと思います。 

 

（三宅委員） 

 非常に初歩的な質問で、申し訳ないんですけれども。 

 西俣の斜坑口から本坑までは深さはどの位になる予定ですか。 



21 
 
 

 

（ＪＲ東海） 

 深さ的には、高低差です。平面的なものは別として、350 メートル位の差。 

 

（三宅委員） 

 ということは、斜坑の入口から掘り進んで、先進坑と横に着くまで 300 何十メーターかの

差があるわけですよね。導水管は西俣の所から椹島まで15メートルの標高差で。そうすると、

先進坑っていうか、斜坑から掘ってく時に、どんどん、どんどん、ずっと掘り進む間も水が

ずっと出続けるわけですよね。それを、全部、1 度、汲み上げて、本流に流してくと。最後、

できあがった時も、基本的には 350 メートル下から自然に流下するわけないので、全部、上

げてということではないですか。 

 

（ＪＲ東海） 

 そうですね。 

 これ、今、ご指摘の西俣の非常口です。これを掘ってる間は、ずっと上へ汲み上げないと。

掘ってる 1 番先端に水が溜まりますので、そこから水を汲み上げる。ここへ来ただけでは、

確かにまだダメで、結局、これが先進坑と導水路トンネル、全てが繋がらないといけません。 

 導水路トンネルは導水路トンネルで、こう来ますし、先進坑は来ます。導水路トンネル、

ここも繋がって、導水路トンネルまで繋がらないと。 

 工程的なものもございますが、ここまで来ただけではダメで、ここと全てが繋がらないと

いけません。導水路トンネルと先進坑と、この非常口です。これは必ずしも、ここに来た時

に、これができてませんので、繋がるまでは、やはり、汲み上げなければいけない。ポンプ

アップします。 

 

（三宅委員） 

 でも、できてからも深いんだからポンプアップ以外には、汲み上げられないんじゃないで

すか。 

 

（ＪＲ東海） 

 一応我々は、ここまで来て、ここからも両側へ、実はトンネル掘ってるんです。こっちか

らこっちで繋がったら、もうそのまま自然流下をさせたいと思ってます。ただ、工事を施工

する時に、そういったポンプで汲み上げる機能っていうのは、設備は設置しますので、先ほ

ど、最後にお話させていただきました、場合によっては、こういった環境面で、引き続き、

汲み上げるっていうことを検討できるようになってます。要するに、絶対、設置しますので。

そういう検討するっていうことは、選択肢としてまだ残してますので、それは、先ほどご説

明をさせていただいたとおりです。 

 

（山田委員） 

 すいません。 
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 ポンプアップ用の動力源は何ですか。電気ですか。 

 

（ＪＲ東海） 

 はい。電気です。 

 

（山田委員） 

 もし、万一、停電した場合はどうなりますか。本坑に電気が入ってるからいいのか。 

 

（ＪＲ東海） 

 工事中は、確かに停電が起きると工事を中断したりとか、今も施工上の検討で、これから

なんですけど、非常用電源を準備してやろうと思ってます。もう繋がってしまった時には、

やっぱり、そういう意味でも導水路トンネルっていうのは、そういった動力に頼らないので、

安定的に下流に水を戻すことができる方法だということを、もう 1 つの利点だというように

考えてます。 

 

（山田委員） 

 分かりました。どうも。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 はい。どうぞ、お願いします。 

 

（油井委員） 

 ポンプアップの方法ということで、23 ページの中に「運用については関係者と調整してい

きます」と。この言葉はどういうことか、具体の説明をお聞きしたい。 

 

（和田会長） 

 よろしいですか。 

 お願いいたします。 

 

（ＪＲ東海） 

 ポンプアップにつきましては、先ほどから、山梨方のものをポンプアップするっていうふ

うにご説明をさせていただいておりますが、これは中下流域の皆さんの水資源利用に影響が

ある場合、影響が出そうな時にはポンプアップするということを考えておりまして、設備は

先ほど申し上げたように設置しておきます。ただ、そのポンプを本当に動かすかどうかにつ

いては、その状況に応じて運用方法を変えていきますので、その運用方法について、その水

を使われている皆さん方とか、そのあたりは県さんとか、皆さんとご相談をさせていただい

て決めていきたいということを、こちらにお示しをしているということになります。 
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（油井委員） 

 よろしいですか。 

 といいますと、実は「必要に応じて」とか、あるいは「関係者と調整」とかっていう中に、

具体に、これからの場の中で、必要というものを誰が判断するのか、そういう機会があると

いうことか。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（ＪＲ東海） 

 直接な言葉でいいますと、今、皆さんが取水されている、取水量に影響があるか無いかっ

ていうようなことを、我々、流量を、上流で流量とかが、我々の工事の影響があるかどうか

っていうのは計測していくっていうことは申し上げておりますので、それによって、皆さん

の、実際に取水される量に影響があるかどうかっていうのを、いろんな、我々が採ったデー

タをお示しするとかっていう形で、お話に対応させていただくと、ということで考えており

ます。 

 

（和田会長） 

 よろしいですか。 

 他にいかがでしょうか。 

 

（池谷部長） 

 すいません。ちょっと、県の立場でなかなか。あまり質問しない方がいいんですけど、ち

ょっと、1 点。似たようなことで。その次のページの 24 ページに「椹島上流における河川流

量解析結果」というのがあって、田代ダムにおける河川流量維持と水収支解析結果が書いて

あって、影響ないですよっていうような表現なんですが、その 1 番下に「当該地点で取水し

ている電力事業者と調整していきます」っていう、この言葉が、ちょっとよく分からないと

いうか、何となくボヤッとした感じなんですけども。要は、山梨に流れてく水の話なんです

か。これっていうことなんですか。田代ダムからっていうことなんじゃないかと思うんです

けども。 

 

（ＪＲ東海） 

 24 番のこちらの資料の結果ですが、これ、平均値でお示しをしておりますが、電力事業者

さんの取水を反映した上での解析結果になっておりますが、当然、電力事業者さんの、要は、

維持流量を維持した上でしか取水されない、できない状況になっておりますので、直接的に

いいますと、さらに水が。我々の。例えば、工事の影響で水が減るようなことがあれば、電

力事業者さんが取水量を調整されるということに、調整していただくという意味、事になる

ので、ですから電力事業者と調整させていただきますということを書かせていただいたとい
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うことでございます。 

 つまり、水収支解析ではこうなってる。例えば、12 月 6 日～3月 19 日というところは、河

川の維持流量が 0.43 で水収支解析が 0.44 というふうになっておりまして、ほぼほぼ同じ位

の値になっておりますが、その裏になるっていいますか、電力事業者さまの取水量っていう

のが調整されているということでございます。0.44 を上回る量はそこに流れている。常に流

れてはいるんですけど、実際に電力事業者さんが取水される分は、どれぐらい。いつの時期

に取水されてるかっていうのは、まだ把握はしておりませんが、そこで田代で、いつも取水

されてるのが減る可能性はあるということです。そこについては調整させていただくという

ことでございます。 

 

（池谷部長） 

 田代で取水してる分が減る可能性があるということですか。電力事業者が利用してる分が

減る可能性があるという意味。 

 

（ＪＲ東海） 

 はい。そうです。 

 

（和田会長） 

 よろしかったですか。 

 

（池谷部長） 

 はい、いいです。 

 

（和田会長） 

 ただ今の、いままでのところで。さらに追加、あるいは、何かあれば。 

 水量についての、今のお話が圧倒的に多かったですが。水質っていうのは、実際には掘っ

てる時はいろんな影響があるかと思うんですが、ある程度、定量的になりまして、定常的に

なりますと、それほどは大きくならないかもしれないですが、実は、そういう工事の影響か

ら、そういう時に一気に。例えば、生態系っていうのは、よく私も素人ですから分からない

んですが、生態系で、一旦、バッと何か変化が起こって、そして急激な変化が一瞬、かなり

短い時間で起こって、そして、何か影響があったと。それで、その影響は元に戻らないとい

うこともあるんじゃないかって、これは素人的に、今、考えてるんですが。そういうことな

んかは、どの程度考えたらよろしいかっていうのを、いかがでしょうか。 

 山田先生。 

 

（山田委員） 

 大井川で、昔、私が洪水の調査をした時の結果ですと、大洪水があって上流から流れ落ち

てしまった場合には、3年～4年でそういう底生動物が回復をします。ただ、その回復をする

前の状態っていうものは、もう既に大井川の中流以下っていうか、下流までの間は多様性が
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すごく貧困なので、少ない場所なので、大井川の場合は、基本的に、前にも申し上げたかと

思いますが、こういう細い川の、細い渓流の所に多くの虫が存在してて、それが下りてくる

ことでカバーされます。一旦、洪水があると、全部、流れます。それと同様に、非常に渇水

状態になった場所は、もう、そこからは死んでしまうもんですから、次の増水の後。やはり、

上流から少しずつ補給されて、それに 3 年以上かかります。元の状態に戻るには。ただ、今

回の工事は 10 年ですね。ということは、その影響はどの位で回復するかというのは、ちょっ

と見当もつきません。 

 

（和田会長） 

 はい。ありがとうございます。 

 そういう生態系っていうのは、我々が十分に分かってない部分が多いっていうこともあり

ますので、まず調査と、それから、その間に工事中だとか何か、特に事故的なことが、台風

だとか、実際には天然の状態でも起きるわけですが、そういうものの影響がどういうふうに

付加されるのかというところについては、工事上はこういう計画で大丈夫じゃないだろうか

というところですが、やはり、ちゃんとした調査というのが必要不可となると思うんですが、

いかがでしょうか。 

 

（山田委員） 

 事前に、とにかくあることを。生物の場合には、いわゆる希少種じゃないものも採っては

くださってはあると思うんです。コドラートでしてらっしゃるので、底生動物の場合、事前

の状況が、ある程度把握されていれば、工事が始まって、その後、どのような影響が出てい

るかということは、すぐ如実に分かるんだと私は思います。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 この際にっといいますか、これをやる上においては、そういうデータベースっていうのは

非常に重要になりますので、こういう工事にあたっては、やはり、その前の段階がどうであ

ったのかっていうことが、南アルプスって所は非常に日本でも調査しにくい所でありますの

で、そういう事前の、我々のデータベースを増やしておくという必要はあると思うんですが。

そういうことについては、是非、全部、耐えるようなもので用意していただければと思うん

ですが。 

 他にいかがでしょうか。 

 はい、亀岡先生。 

 

（亀岡委員） 

 タウンバイで水収支解析やってますよね。 

 その時の、渇水期とか豊水期の幅、どれぐらいの幅を考えられてるのか。あるいは、それ

が、どれ位反映されてるか。いわゆる、これ、最初の時に申し上げましたけども、流量が 2

立米位減っても、80 立米流れてる時の 2 立米減っても大して影響無いはずです。ところが、
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渇水期の 50 立米位しか流れて無い時の 2立米でいう欠損であれば、これ、ものすごい影響が

出てきます。 

 水収支解析っていうのはシミュレーションですから、精度をそんなに要求するのは無理か

もしれませんけども、豊水期、渇水期を、どの程度、考慮してるのか。今度、裏返していい

ますと、さっきおっしゃったと思いますけど、基準点は常時観測しておかないと、他の所か

ら月 1 の観測、あるいは年 2 回の観測だと、その年の豊水期に入ってるのか、それとも、時

間的に、時期的に、秋の台風、あるいは春の梅雨の全体の流れは常時観測しておかないと把

握できない。常時観測の中のここら辺で他の点も測りましたよという位置づけとらないと、

それが渇水期の時に測ったらどれくらいまで下がるか分かんないっていう状態では観測にな

らない。だから、常時観測点を本当にキチンとやって、工事始めてから常時観測始めますよ

っていうのは、私はダメだと思うんです。1年前、2年前から、そういう傾向を全てつかまえ

た上で、今年はどうみても豊水、あるいは渇水年ですよというのを把握しながらとっていか

なきゃいけない。水収支解析の、やっぱり、欠点はそこに出てくるんだと思います。 

 ですから、観測をこれから重視してって、あんまり変なこというと怒られるからいわない

けども、水収支解析はあくまでもシミュレーション。これからは実績の、常に公開していた

だいて、去年ならこれ位。今年は、今、ここにありますよっていう時に、他の年に 2 回ので

もいいですし、月に 1 回のやつが、この位置づけですということを明確に示してもらわない

と、あなた方が困りますよ。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（ＪＲ東海） 

 ご指摘のとおり、シミュレーションですので、ある程度、片寄ってますし、実際、計算上

は、その 1 日単位とかでも回せるんですけれども、あまり細かいとだんだん意味がなくなる

ので、ある程度、渇水期、豊水期っていって平均化したものをお示しをしています。 

 計測につきましては、環境影響評価準備書の頃から、皆さんにいろんなご意見をいただき

まして、環境保全連絡会議もそうですけども、いろんなご意見をいただきまして、当初より、

だいぶ地点と日も増やしております。日、こちらに書いてありますけれども。常時計測、こ

こに載っておりますのは 3点ございます。ただ、月 1回計測が 7地点、年 2回。どうしても、

こういうとこなので、そんなに、どうしても頻度は下がるんですが、そういったところも、

細い沢まで全て含めて、38 地点は年 2回測るということにしております。 

 先ほど、おっしゃっられた基準点たるものは、こういった所になると思います。こちらの

中電さんにご協力いただいてますので、かなり昔からのデータを既に蓄積して評価に使える

のが、状況あります。 

 こちらの西俣は、今年度 7 月位かな。今年、これは県さんの方にも非常に協力していただ

きまして、新しく常時計測の地点を追加してくださって、ここにちょっと、図面には無いん

ですけれども、畑薙ダムの、ここも中電さんなんですが、畑薙ダムで流入量を把握されてお

りますので、これも常時で観測されておりますので、これも含めると、4地点について、一応、
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常時計測をしておりますので、先ほどいいました、こういった他の地点も含めて、計測した

ものは、今後、工事が始まってから、引き続き、計測をして。例えば、こういった環境保全

連絡会議等の場で公表していくという予定でいます。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 実際の測定の方法だとか、そういうものは、実際に行ってみると分かりますけど、非常に

難しいですね。正確な流量に、流速にしても、砂の中と、それから、表層水では、全然、違

いますし、そういうものをどういうふうにするのかによって、シミュレーションでは、一応

は出るんですが、そういうところを、本当に減ったのかどうかということすら分からないん

ではないかと。少々の違いでは分からないかもしれないっていう。そういう何か懸念がある

というのが、私はそういう、直接そういうものをやったことが、もちろん、ありませんけれ

ども、そういうところを感じ、地下の流れと、それから、表層の流れっていうのはかなり違

うと思いますので、それはある程度、残ってる方を見るんですが、それの精度については、

どの程度、それをどのように考え、どの位の誤差とか、そういうものが。それでよろしいん

ですか。 

 

（ＪＲ東海） 

 この書かれ方っていうのは、水資源の関係、発電関係の水資源の関係で、経済産業省が電

力会社さんに計測して報告させている。ですから、そういった、その場合の方法を定めたも

のを参考にして、今回、我々も計測装置を製作させていただいてます。 

 確かに、その砂だとか、岩だとか、形だとかで、流量計測っていろいろ精度にバラつきが

出てきたりするんでしょうけども、今回、これが比較的、計測に誤差が出にくい所を必ず探

してやってます。中電さんの東俣木賊もそうなんですけども、今回、ＪＲの方で追加させて

いただいた西俣の測水所なんですけども、こういった、これは西俣、柳島っていう所に行く

途中に、特種東海製紙さんが橋をかけられたとこなんですけども、こういった川の形が比較

的安定した所。そういった所を選んで、流量を測るようにしておりますので。かつ、これは

月に 3 回、手で計測をしています。例えば、川の形が変わってないかだとか、あるいは、流

速についても、先ほどの方法を使って、手で計測。これ 3 回やって精度の修正かけてやって

おりますので、やれる範囲の中で最高の精度を辿れてるんじゃないかと思ってます。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 進行上、次に進みたいとは思うんですが、よろしいでしょうか。 

 今、導水路トンネルの計画、それから、その時の収支の仕方。それについてのご質問、そ

れからご意見、返答いただきましたけれども、一応、ここで導水路トンネルに関しましては

終了ということで。次の議題としまして、発生土の置場の計画、これは、今までと同じよう

なことで、ご説明がありますので、それについての審議。 

 時間が、ちょっと、押してはいますけれども、よろしくお願いします。 
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（ＪＲ東海） 

 それでは、発生土置き場計画の検討状況について、ご説明をさせていただきます。 

 本日のご説明内容はご覧のとおりです。 

 1.工事の概要。2.発生土置き場の計画。3.発生土置き場計画の検討状況①。4. 発生土置き

場の計画検討状況②。5.発生土置き場計画の進め方。6.発生土置き場管理計画。の順にご説

明します。 

 はじめに工事の概要についてご説明します。 

 工事の概要を平面図でお示しします。青の線で示しているのが、こちらになりますが、計

画路線で列車が走行するトンネルの新設区間を示しています。 

紫色の円で示している部分、こちらとこちら、こちらが非常口を示しております。2カ所を

計画しています。 

赤色の円で示している位置、こちら 2 カ所ございますが、発生土置き場の候補地を示して

います。大井川上流部に 7 カ所を計画しています。この図では、扇沢付近、それから、燕沢

付近の 2カ所を示しております。 

黒色の点線の円で示している位置、こちらに 6 カ所ございますが、こちらが工事施工ヤー

ドと専門業者の宿舎の予定地を示しています。工事施工ヤードと専門業者の宿舎は互いに近

い位置とする予定です。 

 こちらのオレンジ色の線でございますが、こちらは林道東俣線を示しています。既存道路

の擁壁保守やガードレール設置などの、機能復旧および路面の舗装などの改修工事を行うこ

とを計画しています。 

 先ほどの図の下流側の平面図です。赤色の円で示している部分、こちらは 7 カ所の発生土

置き場候補地のうち、5カ所を示しています。また、椹島ロッジ付近、こちらの黒丸の所にな

りますが、こちらにＪＲと請負事業者の宿舎、事務所を建設する予定です。 

 次に、発生土置き場の計画についてご説明します。 

 はじめに、発生土量について、ご説明します。 

 発生土量の内訳は、本坑、先進坑、2カ所の非常口、工事用道路からのものを想定し、合計

で約 360 万立米の量が発生する見込みです。 

 発生土置き場 1～7の概略検討の結果、想定盛土数量をまとめたものをお示しします。 

 扇沢付近の発生土置き場 1 は約 310 万立米。燕沢付近の発生土置き場 2 は約 360 万立米以

上。それより、下流側の発生土置き場 3～7はいずれも小規模で約 2～17 万立米です。発生土

量約 360 万立米に対して合計の想定盛土数量は約 706 万立米以上となりますので、発生土量

を上回る量の盛土が可能となっております。 

 次に、発生土置き場計画の検討状況①について、ご説明します。 

 現在、想定盛土容量が 360 万立米以上となることから、燕沢付近の発生土置き場に重点を

置いて検討を進めています。なお、概略検討の結果、高さは約 50 メーターとなります。 

 検討状況についてご説明いたします。 

 発生土置き場の設計についてです。 

 まず、地質調査に基づき、支持地盤を確認します。次に、盛土が崩壊等を起こさないよう
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に、図に示したように、法面の勾配、こちらの図でございますが、法面の勾配、排水設備、

擁壁の構造などを検討してまいります。 

 設計は森林法に係る技術基準に基づいて設計してまいりますが、必要に応じて、鉄道や道

路などの基準を参考にしていきたいと考えています。 

 また、季節ごとに対する検討、地震時と豪雨に対する検討、水平地震動などについて、前

提条件、検討ケースなどは専門家のお話をお聞きしながら、詳細設計までに決めてまいりた

いと考えています。 

 次に、静岡県内における高盛土の事例調査を行いました。 

 こちらは、静岡県静岡市にある新東名高速道路の清水パーキングエリアの事例になります。

清水パーキングエリアの最大盛土高は約 90 メーターとなっております。高速道路での高盛土

事例であり、現在も盛土の上を自動車が走行している場所になります。 

 もう 1つ、静岡県内における高盛土の事例を紹介します。 

 こちらは、静岡県沼津市にある新東名高速道路の駿河沼津サービスエリアの事例になりま

す。駿河沼津サービスエリアの最大盛土高は約 60 メーターで、こちらも高速道路での高盛土

事例であり、現在、盛土の上を自動車が走行している場所になります。 

 適切な設計、施工を行えば、高盛土であっても、安定した構造にできると考えております。 

 環境影響評価の準備書で、燕沢付近の発生土置き場に関する知事意見がございました。内

容は「本事業において、同地に大量の発生土を置き、その保護のために擁壁を築くとすれば、

自然環境と景観に影響を及ぼすため、新たな環境影響評価が必要である。さらには、土石流

が発生した場合、直線的な人口的通路を通って、一気に狭窄部へ流入することにより、以前

にも増して下流側への環境影響の拡大が懸念される」。「林道東俣線から大井川方向を眺望し

た際に視界に入るおそれがあるため、工事中の景観をフォトモンタージュにより予測評価し、

景観に配慮した発生土置き場の構造や形状等とすること」となっております。 

 知事意見に対応する検討としまして、まず、土砂流出の数値シミュレーションについて、

ご説明します。 

 上千枚沢から土砂流出が発生した場合、燕沢付近の発生土置き場設置の有無による影響の

違いを把握するため、数値シミュレーションを実施いたします。シミュレーションの条件設

定については、専門家のご意見をお聞きしながら検討していきたいと考えています。なお、

シミュレーションは、上千枚沢だけでなく、大井川本流や燕沢などの周辺の沢も考慮して検

討してまいります。 

 また、土砂流出シミュレーション結果を受け、必要に応じて、対策工の検討を行いたいと

考えています。 

 次に、日常的な視点場における景観について、ご説明します。 

 方法書に対する知事意見を踏まえ、登山道を主要な眺望点とした景観の予測の変化は実施

済であります。林道東俣線から大井川方向を眺望した際の景観にも配慮するようとの準備書

に対する知事意見を踏まえ、日常的な視点場における景観についてパース図による変化の予

測を行います。また、工事完了直後のイメージ図もパース図を作成し提示していきたいと考

えています。 

 次に、発生土置き場計画の検討状況②について、ご説明します。 
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 扇沢付近の発生土置き場を使用する場合と使用しない場合で比較を行いましたので、ご説

明いたします。 

 まず、こちらの図は施設配置図の案となります。 

 扇沢付近の発生土置き場 1 を使用する場合の施設配置では、工事用道路トンネルが左図の

この水色の点線部分、こちらに工事用トンネルを計画する配置となっております。一方、使

用しない場合は、扇沢への工事用トンネル、これが無くなりますので、この水色の点線が、

必要が無くなります。一方、こちらから出てくる土は、燕沢へ持ってく必要がございますの

で、これに替わる工事用トンネルを検討することが必要となってまいります。 

 扇沢付近の発生土置き場 1を使用しない場合のメリットについて、ご説明します。 

 1 つ目として、工事範囲の縮小についてです。扇沢付近の発生土置き場 1を使用しない場合、

扇沢における発生土処理、それに伴う工事用道路（トンネル）・坑口部ヤードの設置が不要と

なるため、静岡県内における工事範囲を縮小することができます。 

 メリットの 2 つ目として、保全対象種（植物）の生育地回避についてです。扇沢付近の発

生土置き場 1 を使用しない場合、縮小された工事範囲について環境影響評価書に記載した保

全対象種（植物）の生育地を回避することができます。参考として、環境影響評価書に記載

した保全対象種はご覧の表に記載した 11 種になります。 

 メリットの3つ目として、ＣＯ2排出量の低減についてです。発生土運搬のＣＯ2排出量を、

工事用道路トンネル内のベルトコンベアー、その他はダンプ運搬と想定して試算しました。 

ご覧の表について、ご説明します。 

 左の表の左の数字、こちらでございますが、運搬に伴う高低差を表しています。扇沢付近

の発生土置き場 1 を使用する場合に、西俣非常口を基準とした場合、発生土を標高差約プラ

ス 500 メーターの高さまで運搬する必要があります。一方、使用しない場合は、標高差は約

220 メーター低い高さの場所へ運搬することになります。差し引き、約 720 メーターの標高差

となります。 

 左の表の右の数字、こちらの数字になります。こちらは運搬距離についてです。扇沢付近

の発生土置き場 1 を使用する場合に、西俣非常口から扇沢までの距離が約 8.5 キロ。燕沢ま

での距離は約 4.5 キロとなり、運搬距離が約 4キロ短縮されます。 

 これらのことを踏まえた試算結果は右の表で表しております。こちらになります。扇沢付

近の発生土置き場 1 を使用する場合のＣＯ2 排出量は約 7600 トンとなり、使用しない場合は

約 4500 トンとなるため、差し引き 3100 トン低減することとなります。 

 次に、発生土置き場計画の進め方について、ご説明します。 

 燕沢付近の発生土置き場 2 の土砂流出の数値シミュレーション、日常的な視点場における

景観変化の予測を、平成 27 年度末を目途に実施します。 

 その後、燕沢付近の発生土置き場 2 の安全性等について、関係者にご理解をいただいた上

で、扇沢付近の発生土置き場 1 を除いた 6 カ所の発生土置き場候補地において計画を作成し

ます。 

 次に、発生土置き場の管理計画について、ご説明します。 

 発生土置き場の管理計画の背景からご説明します。 

 環境影響評価書における国土交通大臣意見として「発生土置き場での発生土の管理につい
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て、濁水の発生防止や土砂の流出防止、その他周辺環境に影響を及ばさないよう、発生土置

き場ごとに管理計画を作成した上で適切に管理すること」とされています。 

 それに対して、当社の見解として「周辺環境に影響を及ばさないための管理計画を、発生

土置き場ごとに作成して適切に管理を進めます」としています。 

 発生土置き場の管理計画の骨子について、ご説明します。 

 管理計画の項目はご覧のとおりです。 

 1.発生土置き場の概要、法的規制、発生土の搬入計画。2.計画上の防災面、環境面の配慮。

3.造成中の防災面、環境面の配慮。4.異常時対応（降雨、地震等）。5.造成完成後の管理。 

6.環境のモニタリング（造成中、造成終了後）として考えています。 

 それぞれの項目について、ご説明します。 

1.発生土置き場の概要、法的規制、発生土の搬入計画についてです。 

 地質調査や測量等を実施し、森林法や河川法等の関係法令に基づいて、静岡県、静岡市と

協議を行い、地権者のご意見もお聞きしながら取りまとめていきます。 

 2.計画上の防災面、環境面の配慮、および、3.造成中の防災面、環境面の配慮についてで

す。 

 発生土の土質に応じた法面勾配の確保や擁壁の設置、排水設備の設置を検討します。施工

完了後、できる限り早期に法面への在来種による緑化等、植生工を行い、土砂の流出を防止

します。緑化については、森林法に基づく緑化計画書を参考に管理計画に記載します。なお、

専門家のお話をお聞きしながら、緑化の方法を詳細に検討します。緑化されるまでの期間に

おいても沈砂池を設置するなどにより、土砂の流出や濁水を防止する対策を実施し、発生土

置き場からの土砂流出による河床上昇・渓床への堆積に伴う災害危険度の増大、発生土置き

場の崩壊に伴う土砂災害、発生土置き場からの濁水に伴う河川への影響が生じないよう努め

ます。沈砂池については定期的な点検を行います。 

 4.異常時対応（降雨、地震等）についてです。 

 大雨の際には定期的に巡回点検を行い、異常が発生した場合には、異常時連絡系統図に従

い、関係箇所に連絡します。なお、自治体、河川管理者等を含めた連絡系統図を作成します。 

 大きな地震が発生した際には巡回点検を行い、異常が発生した場合には、関係箇所に連絡

するとともに、安全の確保に必要な措置を実施し、その内容について関係箇所に報告します。 

 5,造成終了後の管理についてです。 

 発生土搬入完了後の状況確認として、造成中のモニタリング結果を踏まえ、必要に応じて

造成終了後もモニタリングを実施し、発生土搬入後の状況を確認して、必要な場合には追加

の環境保全措置を実施します。 

 造成終了後の維持管理として、植生工等を実施したあとの植物の生育状況を確認し、不十

分な箇所がある場合には追加の措置を実施します。 

 6.環境のモニタリング（造成中、造成終了後）についてです。 

 事後調査計画書に記載した発生土置き場に関する項目についてモニタリングを実施します。

モニタリングの結果を受け、必要な場合には環境保全措置の追加または変更を行います。 

 発生土置き場の管理計画の今後の進め方について、ご説明します。 

 今回、発生土置き場の管理計画の骨子をご説明させていただきました。関係法令に基づい
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て、静岡県、静岡市と協議を行い、地権者のご意見もお聞きしながら、発生土置き場の詳細

計画を検討いたします。その上で詳細な施工計画を策定します。また、並行して、発生土置

き場の管理計画を策定していきます。策定した発生土置き場の管理計画は公表いたします。 

 以上、発生土置き場計画の検討状況について、ご説明をさせていただきました。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 水問題と、それから、発生土の問題っていうのが、2つの大きな今回の懸案事項でございま

すので、ただ今の説明していただいた内容につきましてのご質問、ご協議をお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。はい。 

 

（福田委員） 

 発生土量は、先ほどの導水トンネルの量が追加されるということですか。今回のに入って

いるか。 

 

（ＪＲ東海） 

 今回、こちらでお示ししている量は、アセス時にお示しさせていただいた量をお示しさせ

ていただいておりますので、導水路トンネルについては、この量には含まれておりません。 

 

（福田委員） 

 これに、オンされるって可能性があるっていうこと。 

 それから、どうも話を聞いてると、燕沢を何か本命に考えて、あんまり分散させるかとい

うか、集中でやった方がいいというふうに私は思いますが、工事用トンネル、結局、ダンプ

運搬併用なんて考えたら、もう 1 カ所に決まるなら、ベルコンで全部やってしまうのが。あ

んなとこ、ダンプをウロウロさすことはないんじゃないかなと思うんですけど。 

 トンネル掘るのは、もう、鉱山なんか、全部、そうですよね。せっかくなんだから、全部、

トンネル 10 数キロ通してベルコンで運んでますよね。トンネル断面も小さいし、ベルコンで

やるというのが非常に合理的かなと私は思います。 

 それから、全体として、施工計画、新幹線トンネル、サイド坑を含めて、資材の運搬はど

こを考えられておられるんですか。資機材の搬入は。そのための道路は、今、東海製紙さん

が持ってるあの道路なのか、新設されるのか。その辺はどう考えます。 

 

（和田会長） 

 今、2つありますので。 

 

（ＪＲ東海） 

 まず、こちら、もともとは扇沢にベルトコンベアーと、トンネル掘るということだったん

ですけれども、もしこちらに、今、重点的に検討しておりますので、であれば、もともと、

ここは掘る土砂量をかなり多めに想定しておりましたので、やはり、こちらにかなりの土砂
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運搬が集中してまいります。結果的には、この千石からの非常口から出てくる土砂と西俣か

ら出てくる土砂が 1 カ所に来ることになるんですけれども、そういったことも踏まえて、ロ

ッジの環境とかもございますので、であれば、トンネルを作った方が有利であるということ

を、今、考えております。 

 かつ、このトンネルといいますのは、概ね、この扇沢に向けて掘るトンネルよりも短くな

るだろうと。距離的に考えて。といったこともありますので、トンネルが短くなるという意

味でも有利であるというふうに考えています。 

 であれば、鉱山とかでもあるように、ここに直接持っていけばいいじゃないかという話に

なるんですけども、なかなか、実は、トンネルの坑口を持っていく場所が、どこでもできる

っていうわけじゃなくて、やっぱり、地質の関係であるとか、それで、幅の状況でトンネル

を掘っていける所っていうのは、ちょっと、この近辺では非常に難しい面がございます。 

 大井川の、例えば、こういう対岸になると、もうほとんど、もう、東の開けた場所になる

し、このトンネルを大井川をくぐっていくかっていうと、また、大井川をくぐるっていうの

は、トンネルとしては水を引いたりっていう問題も出てきます。それは良くないっていうこ

ともあるので、ちょっと、ここまでかなと。こことここの間の運搬は、まだ決めてませんけ

れども、明かりでベルコンが置ければいいなと思ったんですけども、なかなか、道路の線形

がベルコンに向かないような線形になってますので、ここについては短い距離だけ、どうし

てもダンプ運搬になるのかなと。 

 

（福田委員） 

 コストかかるよね。 

 

（ＪＲ東海） 

 コストかかりますよね。 

 

（福田委員） 

 それから、登山家だとか、観光に来られる方に非常に不愉快でしょうな。ここにダンプが

走ったら。 

 

（ＪＲ東海） 

 そうです。 

 ただ、技術的に可能であればベルトコンベアーで繋ぎたいんですけども、できなかった時

には、そういった観光の方に影響が無いように、例えば、道路の整備を 5 億円かけてやると

か、そういったことで対応していきたいなというふうに考えてます。 

 現地まで入るこちらって、結局、今、林道を使うかってお話でしたけども、これ、林道し

かございませんので、この林道については必ず工事で使用させていただきます。 

 土砂については、できるだけ、この特種東海製紙さんの社有地内で置くようにして、外へ

持ち出さないようにするんですけども、やはり、搬入しなきゃいけない資材がございます。

セメントであるとか、骨材であるとか、あと、トンネルにおける支保工、鋼材です。そうい
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ったものは、この林道を使って運ばせていただこうと思っております。 

 使用するその林道につきましては、そういったものがスムーズに運べるように、壊れた所

を直して、ある程度、行き違いを、待った以上、整備してやるという計画で環境影響評価を

させていただいておりますし、今、静岡市さんとも打合せが始まりまして、そういった安全

面であるとか、多分、利用者の方への影響が低減できるように、末端の林道管理者の方と打

合せをして、今、詳細を決めていってる途中でございます。 

 

（福田委員） 

 追加の説明でよく分かったんですけど、僕ら、現地に行った時の、あの林道でしょう。あ

れで、この大工事の資機材が搬入できる所だとは、とても思えないですよね。絶対、痛みま

す。地域の方、漁業とか、林業とか、観光やっておられる方のご意見、十分、聞いて欲しい

んだけど、この事業で地域にできることっていったら、そういう所の整備をきちっとして、

やっぱり、お返しするというのが、僕は筋じゃないかなと思うもんですから、今の林道の規

格でちょちょっと直して、この大事業をやれるとはとても思えないんだけど、その辺のお考

えはどうなんですか。 

 

（ＪＲ東海） 

 今のお話、ちょちょっとというものかどうか分かんないですけども、我々、今、具体的に

台数で、今回、お示ししてないんですけども、前回の環境影響評価書の時にお示しした台数

なんですが、その工事に見合った改良はいたしますので、そういった意味で、ちょちょっと

いうのかどうか、ちょっと、分からないんですけども、それなりの改修をする予定です。 

 

（福田委員） 

 とにかく、これは地域の人の意見を十分踏まえておやりになった方がいいと思いますよ。 

 

（栗下委員） 

 すいません。 

 福田さんがいっていただいたので、地域の。 

 非常に説明を聞いていると、1番、最初から地域がお願いしたことは、1つも聞き入れられ

ておりません。燕沢避けてくれ。これは地権者もあることですからあれなんですけども、本

当にそれで安全か。今でも、ちょっと、この辺を見た時に、非常に見にくいスケッチで、ど

ういうふうになってるのかよく分かりません。ここは、皆さんにも見てもらったように、非

常に崩れる所です。私たちは、今でも、ここは避けて欲しいと思います。説明を聞けば、や

っぱり、ここしか無いのかなっていうのは、十分、分かるんですけども、私たちがお願いし

たことは何も聞き入れられてない。これからも、ちょっと、聞くと「それなり」という言葉

が聞こえます。 

 そういうところで、工事の中で、ただ、地元というのは素通り。それでいいのかなと思い

ます。私はあくまでも、これは、確かにＪＲさんですけど、これは国家プロジェクト、公共

事業だと認識しております。公共事業というのは、それができればいいだけじゃなくて、そ
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れに伴って地域の発展とか、そういうものに繋がっていくことが必要だと思います。そこら

辺のところが、まだまだ、ＪＲさんと地域の差があるのかなと思うんですけど。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 非常に大事なところなので、実際に工事で 1 番影響を、近くで住まわれている方の所の影

響というのが、1番、大きく心配、懸念されるところが、いっぱいあるわけですので、そこの

ところを、工事中の安全だとか、そういうものまで、いろんな委員会がありますので、そう

いうところで、違うところで違う議論があるかとは思うんですけれども、今の発生土に関し

まして、変えることに関しては、それを比較するということは、もちろん、必要になります

し。 

 私は、実はちょっと、この件に関しましては、アセスメントでやる時の。通常はアセスメ

ントっていった場合には、こういう案がある。それ、幾つか腹案があり、あるいは、3つとか、

4つとかに、幾つかの案があって、その影響がどういうふうに、どこにどういう影響があるか

っていうことを議論するっていうのが、今、我々が今までやってきたものだし、それから、

こうやって集まっていただいて、そして、違ういろんなご意見をいただいて、そして、さら

にその影響に関しまして低減する。それから、日本の非常に、世界的にも非常に注目されて

いる計画ですので、そういうものが、特に環境影響のところでは、やっぱり 1 番、問題にな

ったわけですけれども、そういうプロセス上の上で、やはり今、いろいろご心配されてるよ

うな、いろんな予想されないことも起こり得るし、それから、予想はしているけれども、ど

ういう影響が、それから、今後の気候変動だとか、いろんなものも重なっていろんな影響っ

ていうのは重なってくる可能性もありますので、これ、非常に長期の計画でありますので、

普通に、なかなかそういうイメージを、将来、あと 20 年後ですとか、そのぐらいまでやって

いくのは難しいんですけれども、是非、その辺は皆さんも、ご意見だとか、そういうところ

を出していただいて、そして、それに合うような、それから、影響を小さくする。 

 特に発生土置き場に関しましては、大きく変更することになるわけですね。ですので、そ

この所に関しまして、幾つか、そういう候補としては幾つかありましたけれども、それの影

響についての議論は、アセスのことでも何回かやっておるわけですが、そういうプロセス上

の問題と、それから、実際に影響が本当にどうなるかっていうのは、地元の人だとか、そう

いう、いろんなところへ影響というものが出てくるわけですので、その辺を併せた上での計

画を立てていただきたいとは思ってはおりますが。 

 はい、三宅先生。 

 

（三宅委員） 

 今回、燕沢に集中することが、第 1、1 番計画してるということですが、実は、1 年以上前

に、事後計画書の段階で、アセスの委員会で、こういう新聞に出たけれども、ＪＲさんはこ

れについてどうなんだという話をしたところ、全く存じませんと。知りませんと、そういう

話だったんですが、その時の新聞の内容とまるっきり同じなんです。その 50 メートルの高さ

で 1 キロ位の幅というのは。でも、完全にそれは、その時に知ってただろうということしか
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いえないなと。なんか、だからそれで、何で 1年後にこういうのが出てくるのかというのが、

まず、不可思議なところです。 

 それから、今、燕沢に集約する。それは、いろんな関係で、工事の関係でいいのかもしれ

ないし、扇沢に廃土しないということは、僕らは生物学的には、動植物としては望むところ

だろうなと思うんですが、燕沢で川から林道まで、東俣林道まで約 50～60 メートルしか差が

無いわけなんです。そこに 50 メートルの盛土でやってくというと、実際に東俣林道はどうな

ってしまうのか。今現在ある道路の所で、その 50 メーターの方で上げてった場合に、東俣林

道って無くなっちゃうんじゃないかと思うんですが、その辺についてどのように、今後の計

画の中でされてるのか、ちょっと、お聞きしたいと思います。 

 

（和田会長） 

 はい、お願いいたします。 

 

（ＪＲ東海） 

 ちょっと、1年前の話につきましては、これ、実際、私どもの知らないところでございまし

て、もちろん、いろいろ検討はしてたんですけれども、それについては我々から出たもので

もないものですし、どなたかが勝手に出されたものなんです。 

 林道の関係なんですが、これ、ちょっと見づらいんですけど、ここに林道が。これそうか

な。ちょっと、違うのかな。 

 これに載ってないかもしれないんですけど、林道は、先ほど 50～60 メートル川まであるっ

ておっしゃられたのはここのことだと思います。ここに 50 メートルの土を盛った時にどうな

るかということで。 

 林道につきましては、今、ここにある林道を、この盛土の下、大井川沿いに移すのが、1

番、普通のやり方だろうというように思ってます。ただ、これは、これから検討していって、

もちろん、これ、林道は静岡市さんが管理するものですので、ＪＲ東海が勝手に決められま

せんので、もちろん、ここの土地自体は特種東海製紙さんの土地なので、関係者の方、いろ

いろいらっしゃいますので、まだ、決まっておりませんけれども、一般的に普通にいけば、

土をここに盛ればここは埋まってしまいますので、この川沿いの方に迂回をさせるような形

でいきますというのが一般的な方法であろうと考えております。 

 

（和田会長） 

 よろしいですか。 

 はい、増澤先生。 

 

（増澤委員） 

 それでは、今の写真、そのままにしておいていただきたいんですが、左側に緑の木がずっ

とありますよね。左側、そこ。それ、川辺なんですよ。ちょうど。それ、ちょっと、特殊な

群落なんですけれど、かつてそこに土砂を捨てる時は、その林は残したんです。今、そうな

ってますけど、ここには、50 メートルの盛土をするわけですけれど、国土交通省の河川管理
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法の境界、川の境界から、その擁壁までの距離ってどの位を考えてるんですか。 

 

（和田会長） 

 はい、お願いします。 

 

（ＪＲ東海） 

 これ、まだ検討中なので、具体的な数字は申し上げられないんですが、昨年度、確認調査

っていうのをやらせていただきました。県のやった環境影響評価の審査会等で、いろいろ、

ご意見ございまして、特に印象に残ったものは、こちらの川に、井川に非常に貴重な高山蝶

の食草になるドロノキっていうヤナギ科の植物が生えてたりとかするということで、そうい

った高山蝶に関する調査、食草、ドロノキの繁茂状況とかの調査をさせていただきました。

これから、具体的に発生土置き場を計画する時には、完全に残すというのは難しいのかもし

れませんけれども、そういった調査結果を反映させた形で盛土を計画していきたいというふ

うに考えております。 

 

（増澤委員） 

 それは 1 カ所にそれを置くということになりますと、多分、そこの間に、さらに林道、入

れるわけですよね。その林も、私は、絶対に残す、完全に残すべきだと思ってる林ですけれ

ど、その間にさらに林道を入れて、そして擁壁までの間に、まだ、もうちょっと下がろうと

すると、計画どおり全部の土砂が入るとは限らないですね。手前が、だいぶ、山側に寄って

きますので。その河川の先端にある群落、蝶がいる、いないに関わらず、その森林そのもの

が非常に貴重なものなので、それも、ある幅を持って残さないと、その森林って管理できな

いんですよ。生態系からいってもね。ある程度の幅がないと。そうしますと、土砂が計算ど

おり入らない可能性があります。分散のことでも、分散も考えていただきたいと思うんです

が。 

 それから、もう 1 つ、景観が確実に大きく異なりますので、ここにユネスコエコパークの

移行地域で、そして、その景観も、それから、自然も、いろんなもので自然度の高いものに、

できるだけ戻せるような形で植栽もして欲しいんですけれど、そういうことを考えますと、

ここに今の計画どおり、全部、360 万ほとんどを置くことが、先端のウォーターフロントを守

れるかどうか。これ、大変、難しいと思います。ずいぶん、山側に下げないと擁壁を。そこ

は形が残らないと。 

 それから、また、植栽も、いろんな意味で、自然に融け合ってるように、将来、50 年後位

にそうなってもらいたいわけですから、そういうことも考えて、そこに 1 カ所集中っていう

のは、ちょっと無理があるかなと私は思いましたけど。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 ただ今の、これから、もしやるにしても、計画にはなるんですが、やはり、南アルプスの

自然が残っていたっていうことは、今まで、本当にアクセスが非常に悪くて、やっぱり、そ
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れによって自然が残っていて、それは、今までにそういう所は他にあまり無いんです。です

から、その辺を。 

 

（増澤委員） 

 無いですよね。今のドロノキ群落って両側にあるんです。相当量なんです。これの元は、

北東俣のずっと上の方に氷河期の時代に住み着いた北方系の森林ですとか、それが、洪水の

たびに種が流れてきて、1度、あそこは、今のツバクロが住み着きやすかったです。ですから、

1万年位の間にあの群落を作れるようになって、しかも、それは河川に沿った林ですので、時

には洪水で流れることがあっても常に復活して今の状態があるわけです。 

 その他、千石の所も、ヤードとして使うんですけれど、何しろヤードか宿舎建てるなら、

全て皆伐して、平地を作ってそれから考えるっていう発想ではなくて、やはり、今のヤード

の千石の所も、50 年生、60 年生の森林があって、我々、車でずっと通ると、あそこに行くと

ホッとしますよね。唯一、平地があって、森林があると、そういう所ってあそこしかないん

ですので、あれはヤードと、それから、宿舎のため、全部皆伐しますって、こういう発想で

はダメだと思います。やっぱり、自然を残しながら、うまく調和をとって、ヤードだって、

宿舎だって作らなきゃいけないと思いますので、そのユネスコエコパーク理念に添っても、

十分、考えていただきたいと思います。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（入谷委員） 

 私も、2年ほど前が、市役所井川支所に勤めさせていただいておりまして、それで、この東

俣の林道っていうのが、ちょうど、起点から終点までは、かなりの延長がありまして、そし

て、この頃、大きな災害は無いんですけど、57 年災あたりだと、60 何カ所が路肩決壊、そう

いうことがあったわけなんです。 

 その前なんかだと、今の大井川にかかってる、あの畑薙大橋が流されて、それで跡形もな

くなって、それで、今、赤いあれがやったのが、高さが 12 メーター位いったんです。だから、

今では、それが届くような感じになりました。赤崩のあれが大半だと思うんですけど、やは

り、ダムの影響で、上がっています。だもんですから、また、近いうちにデカイ災害がある

と、やはり、あれがまた、流出されるおそれがあります。 

 そんなことを考えておりますと、やはり、夏山の登山者が、主に夏山は足が届くから、9

月の半ばですか。今年も入山があって、1万人がちょっと超えたですか。そんな方たちが入っ

ております。年々、増えてきますので、おそらく、舗装してガードレールもしてくれて通行

してくれると思うんですけど、やはり、登山者の安全を、十分、気をつけていただいて、や

はり、中部電力が赤石発電所をやってくれる時には、散水車をまいて、そして、登山者を優

先してくれて、シャワー室を与えてくれまして、そういうサービスもいただいたわけなんで

すけど、やはりその点も、やはり登山者を再優先という形でお願いしたいと思います。 

 以上です。 



39 
 
 

 

（ＪＲ東海） 

 私どもも、ずっとこれまでご説明してきたことになるんですけども、ユネスコエコパーク

に登録された南アルプスの自然って非常に大切なものだし、貴重なものだっていうことを認

識して、これまで計画を立ててまいりました。 

 当然、工事で林道を車両が走るわけですけれども、登山者の安全等には配慮していきたい

と思いますし、現時点では舗装する計画ですので、中電さんは散水ということもあったんで

しょうけども、また、我々の時は、また必要なものを、例えば、交通車両がいっぱい入りま

すので、運転手も多いということで、例えば、トイレを設置するとか、そういったこともや

ってまいりますので、そういったものは登山者の方にも、もちろん使っていただければいい

と思いますし、今、静岡市の治山林道課さんと、やっと打合せを始めたところなんですけど

も、そういった一般の方と工事用車両をうまく分けるような工夫をしてくださいねっていう

ことを静岡市さんからいわれてますので、そういったことも、これから具体化する時にしっ

かり反映をしていきたいと思っております。 

 

（和田会長） 

 他にいかがでしょうか。 

 あんまり、時間がなくなっちゃってるんですが、できるだけ、発言の方はお願いしたいと

思います。 

 

（立蔵委員） 

 ちょっと、私、トンネルに関しては全く門外漢なんで、基本的なところを教えていただき

たいんですけども。 

 先ほどの、導水路トンネルの想定されてるのと、仮に工事用ルートが変更されるようにな

った場合に、随分とルートが近いような気がするんですけども、直接的には、トンネル同士

で干渉することはないにしても、何らかの相互へ干渉しあうような、間接的には何か干渉し

ちゃうことはないのかっていうのが、ちょっと、私の質問の 1点目で。 

 2 点目は、この工事用トンネルっていうのは、工事が完了すると、どういう使われ方、どう

なるんでしょうかっていうのが私の質問です。 

 

（和田会長） 

 はい、お願いいたします。 

 

（ＪＲ東海） 

 すいません。ちょっと、今の工事用道路トンネルと導水路トンネルが一緒に入った絵が無

いんですけれども、これ、どうしても。どうしてもってことないですけれども、このあたり

って、すごい、この荒川三山っていう大きな山があるんですけれども、いろんなものを計画

すると、こういった、比較的、川に近い標高の低い所に集中してきます。ただ、これ工事さ

せる工事用道路トンネルなんですけども、高さが平面的に見ると近いんですけれども、これ
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っていうのは地表面、この西俣の地表と、千石の地表を結んでますので、割と高い所。立体

的に見ると。 

 導水路トンネルにつきましては、このトンネルに繋がりますので、そうすると、さっきひ

と言、350 メートルって申し上げましたけども、ここから 300 メートル以上深い所に、その導

水路トンネルが繋がりますので平面で見ると干渉するように見えるんですが、立体的に見れ

ば、十分な離隔が保てるような形になってます。 

 あと、こちらの工事用道路トンネルをどうするかっていうことなんですが、これは、何し

ろ、工事用道路トンネル、まだここに、今、発生土置き場の検討状況っていうことで、こち

らを、まず第 1 候補として検討しますよっていう段階での、ここに置くとトンネルが短くな

って有利ですよねっていうふうに示しただけなものなので、今後、どうするかっていうとこ

まで、当然、検討してないんですけれども、例えば、このトンネルっていうのは、将来的に

は、こちら非常口になりますので、この非常口とこの林道の間っていうのは、今、道が特種

東海製紙さんの管理用道路ってあるんですけども、それって普段は、なかなか崩壊しやすい

所っていうことで、いつも必ず通れるっていう所ではないもんですから、将来、こういった

所を通らなくても避難に使える道として使えないかとか、そういった意味で残すことも検討

していく価値があるとは思ってます。 

 

（立蔵委員） 

 この図でいうと、左側の当初のような場合でも、これは残されるっていうことになるわけ

ですか。このトンネルは。 

 

（ＪＲ東海） 

 こちらの場合ですと、これは、多分もう、発生土置き場終わった後には、あまり使いみち

のないものになるのかなと思ってます。こちらにつきましては、これ、東俣川っていう所で、

西俣川と分離した、ちょっと上がった所、ちょっと上流へ上がった所で出るんですけども、

ここについては、今の特種東海製紙さんの管理用道路の代替として残せるんじゃないかな。

この非常口へのアクセスとして残していくんではないかなと思ってましたけど、こちらにつ

いては要らないっていうか、工事が終わった後は、閉塞するなりしてもいいトンネルだとい

うふうに考えています。 

 

（立蔵委員） 

 すごくとんでもない考えなのかもしれまんせんが。こういうもの。使い終わった後の所に

残土を置くとかって、そういうのはできないわけなんですか。 

 

（ＪＲ東海） 

 これ、非常に難しくて。結局、掘るのは簡単なんですけど、入れるのってすごく難しくて、

ちょっと、難しいです。 

 こういったのは、一般的には入口付近だけを閉塞させて、もしトンネルを無くす場合に、

それでおしまいというのが一般的。 
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（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 ちょっと時間が、だんだん無くなってはきたんですが。 

 はい、三宅さん。 

 

（三宅委員） 

 全然、工事と関係ない意見というか、要望なんですけれども。 

 ＪＲ東海さんが、ここで自然破壊、自然破壊といえるかどうか、非常にエコパークの中で

いろんなこういう工事をやるということが認められてきたんですが、ただ壊すだけではなく

て、保護に役立つようなこともやっていただけないかなと。 

 例えば、ビジターセンターを作るだとか、それから、野鳥の保護センターを作るとか、高

山植物の保護に金を出すとか、いろんなそういう自然保護にも通じるようなことも、そので

きた証にはいろいろ考えていただくと、少しはその代償になるのかなと思うので、その辺は

また頭の中に入れて、是非、入れといていただきたいなと思います。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 ちょっと、私も最後の質問になりますけれども。 

 あそこの所の、地質の上昇だとか、ああいうのに関しましても、気象庁の観測所も何にも

ないんです。なぜかというと、非常にリモートであって、そして管理が非常に難しいと。こ

ういう状況になってきますと、だいぶ、その状況というのは違ってきますので、いろんなと

ころに影響が出てきて、それから、そういう自然環境とか、そういうもののモニターに関し

ては、新たな設計ができるんではないかとは思っております。 

 ちょっと、時間がもう、一応予定の時間が迫ってきましたもんですが、あまり、皆さんの

ご意見、十分に聴けていないかもしれませんですが。何か、ご質問、さらにある方いらっし

ゃいましたら。 

 はい。 

 

（亀岡委員） 

 今頃聞くのは変なんですけども、発生土っていうことで、置き場の方の話されてますけど

も、自然由来のなんたらかんたらっていうのは無いんですね。 

 四万十だから無いっていうような判断ですか。それとも、ボーリングなり、コアをとられ

て溶出試験やって無いっていうことを確認されてるっていう理解ですか。 

 

（ＪＲ東海） 

 今、環境影響評価書上は、それに、環境影響調査の中で行った調査に基づいて、無いだろ

うっていう予測そしてますけど、ただ、絶対無いとはいえないので、モニタリングとか、計
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測っていうのは、頻度を決めてやっていく予定です。もし、万が一出れば、場所と管理型の

発生土置き場について検討することになるんですが、その前段としてモニタリング等をやっ

て監視してまいります。 

 

（亀岡委員） 

 例えば、今度、導水路トンネルを掘る方に、ほぼ南北方向の断層らしきものがいっぱい立

ってるっていうふうになると、いろんな地質出てくるわけですよね。その辺をしっかりやっ

てもらわないと、置いたはいいが管理型になる。あるいは、そこから漏水、あるいは、あん

こみたいに覆ってしまうというふうにやると、かなり置き場の計画に影響出ると思うんです

が。よろしくお願いします。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 管理型で管理するにしても、どういう形でもって管理するのかは、景観だとか、いろんな

ところに影響が出てくるかと思いますので、そうしますと、今までの計画とは全く違った、

議論をしてないんですね。これ。ですから、ここのところは、やはり、私も環境影響ってい

いながら、その元が変わりますと、これは計画の、要するに、想定することが違った内容に

踏み込んでくることになるわけですので、そうすると、今までやっていた議論が非常に内容

が議論してないことがいっぱい出てくるんではないかという、そういう恐れが非常にあるわ

けです。 

ですので、アセスっていうのは、将来的にどういうふうになるのかっていうことを、幾つ

かの例に関して考えて、それで最もいいものを選ぶっていうのが本来のやり方の、アセスの

意味なわけですが、そういう時、そういうことが、今までの、非常に克明にこうやって、違

ったやり方をすることによって、アセスの意味合いが非常に薄れてきてしまうというか、こ

れは非常に効率的に、想定してること以上のことが想定されてしまうということを意味して

ると思うもんですから、そこの辺は、今回、影響に関しての議論、ここだけではなくて、い

ろんなところからの意見を聴取していただいて、そして、できるだけ、その影響の少ないよ

うな方法を、どちらにしても、とっていただければと思いますが。 

それでは、次のページに関しまして、その他の、ＪＲさんからの説明をお願いします。 

今後の予定。 

 

（ＪＲ東海） 

 それでは、最後になりますが、今後の予定についてご説明をさせていただきます。 

 本日、導水路トンネル計画および発生土置き場計画の検討状況について、ご説明させていた

だきました。なお、導水路トンネル計画については、今後、大井川水利調整協議会および静

岡市さんへの影響評価協議会で、ご説明する予定です。 

 燕沢付近の発生土置き場 2 について、上千枚沢の土砂流出の数値シミュレーション、景観

パース図の検討は、現在、行っており、年度内に結果が出る見込みです。その結果を公表し、

ご説明させていただきたいと考えています。 
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 その結果も踏まえ、工事施工計画について公表し、ご説明させていただきたいと考えてい

ます。また、現在、工事着手前の事後調査として、事後調査計画書で示した事後調査項目や、

導水路トンネルの設置等に伴う事後調査を実施しています。来年度以降、工事着手前の事後

調査報告書を送付する予定です。 

 右上の来年度以降の欄に移ります。 

 発生土置き場について、関係法令に基づいて、静岡県、静岡市と協議を行い、地権者のご

意見もお聞きしながら、発生土置き場の詳細計画を検討します。その上で、詳細な施工計画

を策定します。それらと並行して、発生土置き場の管理計画を策定していきます。策定した

発生土置き場の管理計画は公表いたします。 

 大井川水資源検討委員会については、工事の施工段階において、計測したデータをお示し

し、追加の環境保全措置の必要性等について議論いただく予定です。 

 ご説明は以上となります。 

 

（和田会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 時間的には、もう過ぎてはおりますが、もし、どうしてもというあれがありましたら。 

 

（秋山局長） 

 すいません。 

 今後の予定の中で、この 1月～3月のところで見ますと、工事施工計画のご説明っていうの

がありますけれども、具体的にここで予定してる工事施工計画っていうのはどの辺の範囲を。

本体なのか、導水路トンネルなのか、林道工事なのか。その辺の詳細のご説明をお願いしま

す。 

 

（ＪＲ東海） 

 こちらの工事施工計画の説明というのは、一応、今年度いっぱいをかけて環境関係で、知

事意見等でいろんなご意見をいただいたことについて、1つずつ、工事着手前としてやれる検

討をしっかりやっていこうということで、今回、大井川の関係も導水路トンネルの計画をか

なり具体的なものを出させてありましたし、燕沢の発生土置き場についても、いろいろご心

配あったものについても、今も土砂流出の関係だとか、景観の検討結果、こういったものを、

年度をかけてやってまいります。 

 そういった意味では、大体、ここまでやることによって、環境面での検討については、着

手前にやるべきこととしてはかなりやれてるんではないかと自負しております。そうすると、

引き続き、工事を着手する段階になってまいりますので、工事の契約手続きに入る段階とし

て、ここで環境の検討チョイスも入りますので、その時点での施工計画について、ご説明を

したいというふうに考えてます。 

 

（和田会長） 

 一応、水に関しまして、残土もこれで、締めたいと思うんですが、また、ご意見に関しま
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しては、必要なものは、また、今からでも、今日、出てきました内容につきましても、また、

いっぱいあると思いますので、それは連絡を取りながら、引き続いて、連絡していきたいと

思います。 

 それでは、今回の会議はこれで終了させていただきたいと思います。 

 

（司会） 

 ありがとうございました。 

 それでは閉会にあたりまして、くらし・環境部 環境局長 秋山より、ご挨拶申し上げます。 

 

（秋山局長） 

 皆さん、今日は、大変、お忙しい中、いろいろ意義のあるご助言とか、ご意見、たくさん

いただきまして誠にありがとうございます。 

 今日のこの会議の内容等につきましては、部長が最初に挨拶で申しましたけれども、県の

方で静岡県中央新幹線対策本部というのを、副知事をキャップにした対策本部を持っており

ますので、そのところに、また、報告をしていきたいというふうに思っております。 

 今日の意見交換の内容につきまして、また、ＪＲ東海さんの方は、これらの意見につきま

して、さらなるご検討をしていただきまして、より良い事業計画を作っていただきたいなと

いうように思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

（司会） 

 ありがとうございました。 

 次回の会議ですけれども、先ほど、ＪＲさんの方からご説明がありましたとおりに、土石

流出のシミュレーション結果等々が、ご報告をされると思いますので、それを機に、また、

ご案内したいと思います。 

 それから、最後になりますけれども、亀岡委員が今回をもたれまして、一身上の都合によ

り、12 月 4 日をもって委員をお辞めになります。これまで、いろいろと導水路トンネル計画

について、多くの意見をいただきました。ありがとうございました。 

 後任の委員につきましては、現在、調整中でございます。次回の会議時までにご紹介させ

ていただきたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして、第 5 回静岡県中央新幹線保全連絡会議を終了いたします。

ありがとうございました。 


